
  

 

甘楽町歴史的風致維持向上計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                        群 馬 県 甘 楽 町 

                      

 



  

甘楽町歴史的風致維持向上計画 目次 

 

はじめに 

（１）計画策定の背景と目的                 ．．．．．．．．．．．．．．．．．  1 

（２）計画策定の経緯と体制                 ．．．．．．．．．．．．．．．．．  2 

１. 甘楽町の歴史的風致形成の背景 

（１）甘楽町の地勢等                     ．．．．．．．．．．．．．．．．．  5 

（２）甘楽町の歴史                     ．．．．．．．．．．．．．．．．． 11 

（３）文化財の分布状況                   ．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 

（４）風俗・慣習としての年中行事              ．．．．．．．．．．．．．．．．． 26 

２. 甘楽町の歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

（１）雄川堰とそれにまつわる歴史的風致           ．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 

（２）小幡八幡宮例大祭に見る歴史的風致           ．．．．．．．．．．．．．．．．． 38 

（３）こんにゃくの生産に関わる歴史的風致          ．．．．．．．．．．．．．．．．． 42 

（４）ちぃじがき集落における歴史的風致           ．．．．．．．．．．．．．．．．． 46 

（５）瓦製造に関わる歴史的風致               ．．．．．．．．．．．．．．．．． 53 

（６）甘楽町の歴史的風致の維持向上に関する課題       ．．．．．．．．．．．．．．．．． 58 

（７）総合計画等の状況及び関連性              ．．．．．．．．．．．．．．．．． 60 

（８）甘楽町の歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針   ．．．．．．．．．．．．．．．．． 63 

（９）計画策定後の推進体制                 ．．．．．．．．．．．．．．．．． 65 

３. 重点区域の位置及び区域 

（１）区域設定の考え方                   ．．．．．．．．．．．．．．．．．  67 

（２）重点区域の範囲、名称及び面積等             ．．．．．．．．．．．．．．．．．  69 

（３）重点区域の歴史的風致の維持及び向上の効果        ．．．．．．．．．．．．．．．．．  75 

（４）良好な景観の形成に関する施策との連携         ．．．．．．．．．．．．．．．．．  76 

４. 歴史的風致の維持及び向上に必要な事項 

イ． 文化財の保存及び活用に関する事項 

（１）町域全域に関する事項                 ．．．．．．．．．．．．．．．．．  80 

（２）重点区域に関する事項                 ．．．．．．．．．．．．．．．．．  86 

 ロ．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

（１）歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する基本的な考え方    ．．．．．．．  95 

（２）公園の整備事業                     ．．．．．．．．．．．．．．．．  99 

（３）道路の整備事業                     ．．．．．．．．．．．．．．．． 101 

（４）建造物の保存修理事業                  ．．．．．．．．．．．．．．．．  104 

（５） 水路の整備事業                    ．．．．．．．．．．．．．．．．  112 

（６） その他の事業                     ．．．．．．．．．．．．．．．．  113 

（７） 文化庁事業                      ．．．．．．．．．．．．．．．． 120 

５. 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

（１）歴史的風致形成建造物の指定の方針           ．．．．．．．．．．．．．．．．．  121 

６. 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

（１）歴史的風致形成建造物の維持・管理の指針         ．．．．．．．．．．．．．．．．．  124 

 



 1 

計画の名称：甘楽町歴史的風致維持向上計画 

 

主   体：甘楽町 

 

計 画 期 間：平成２２年度から平成３１年度 

 

はじめに 

 

（１）計画策定の背景と目的 

 平成２０年（２００８）１１月に施行された「地域における歴史的風致の維持及び向

上に関する法律」（平成２０年５月２３日法律第４０号）（以下「歴史まちづくり法」と

いう。）は、第１条で「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と

その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって

形成してきた良好な市街地の環境」を歴史的風致と定義し、その維持及び向上を図るこ

とを定めている。 

 甘楽町は、縄文時代後期の粟ノ沢遺跡をはじめ多くの歴史的な文化遺産に恵まれてお

り、名勝「楽山園」と一体となった武家屋敷地区の整備、町屋地区の町並み整備といっ

た、文化財や歴史的景観を活かしたまちづくりを進めている。また、歴史の中で培われ

てきた伝統文化や伝統技術によって形成された歴史的建造物などの歴史文化遺産が現

在も数多く残されており、今後さらに甘楽町の個性を磨き高めていくため、これらの歴

史文化遺産を保存・活用しながら、甘楽町の歴史的風致を後世に伝えていくことが重要

である。 

近年、世界遺産登録を目指した運動などに関連して身近な甘楽町の歴史文化遺産に対

する住民の関心が大いに高まり、その価値の再評価と保護が強く求められるようになっ

た。加えて、文化財として保護する対象の広がりや文化財相互の関連性を踏まえた周辺

環境の保護や整備がますます重要となっており、今後、歴史的風致を活かしたまちづく

りの展開が期待されている。 

 甘楽町固有の歴史的風致の維持及び向上を図るため、「歴史まちづくり法」第４条の

規定による歴史的風致維持向上基本方針に基づき、同法第５条の規定により「甘楽町歴

史的風致維持向上計画」を作成する。 
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（２）計画策定の経緯と体制 

 

① 計画策定の経緯 

平成２０年 ５月２３日 「歴史まちづくり法」の公布 

平成２０年１１月 ４日 「歴史まちづくり法」の施行 

平成２２年 ２月 １日 
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」を主務大臣(文部科学

省･農林水産省･国土交通省)へ認定申請 

平成２２年 ３月３０日 主務大臣より「甘楽町歴史的風致維持向上計画」が認定 

平成２２年１２月２４日 
甘楽町歴史的風致維持向上計画推進協議会において、「甘楽

町歴史的風致維持向上計画」の変更について承認を得る。 

平成２３年 ３月２３日 
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更を主務大臣(文部

科学省･農林水産省･国土交通省)へ認定申請 

平成２３年 ３月３１日 
主務大臣より「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更に

ついて認定を得る。 

平成２３年 ８月２３日 
甘楽町歴史的風致維持向上計画推進協議会において、「甘楽

町歴史的風致維持向上計画」の変更について承認を得る。 

平成２３年 ８月２４日 
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更を主務大臣(文部

科学省･農林水産省･国土交通省)へ認定申請 

平成２３年 ９月１４日 
主務大臣より「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更に

ついて認定を得る。 

平成２４年１２月２０日 
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更を主務大臣(文部

科学省･農林水産省･国土交通省)へ認定申請 

平成２５年 １月１１日 
主務大臣より「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更に

ついて認定を得る。 

平成２７年 ２月１２日 
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更を主務大臣(文部

科学省･農林水産省･国土交通省)へ認定申請 

平成２７年 ２月２７日 
主務大臣より「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更に

ついて認定を得る。 

平成２８年  月  日 
「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更を主務大臣(文部科

学省･農林水産省･国土交通省)へ認定申請 

平成２８年  月  日 
主務大臣より「甘楽町歴史的風致維持向上計画」の変更につ

いて認定を得る。 

■中小路の清掃 
■城下町小幡ライトアップ 
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② 計画策定の流れ 

本計画の位置付け及び策定の体制は以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           パブリックコメント 

 

           

 

 

 

 

 

  申 請            認 定（「認定甘楽町歴史的風致維持向上計画」） 

 

 

 

 

            

                                     

提 案              

 

 

意 見             

 

     提 案   意 見    

提 案 

 

         意 見 

 

 

 

 

          パブリックコメント 

（庁内組織） 

政 策 会 議 

 

 

甘楽町歴史的風

致維持向上計画

策定委員会 

    

甘楽町歴史的風致維持 

向上計画推進協議会 

 

○歴史的風致維持向上 

計画の検討 
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③ 甘楽町歴史的風致維持向上計画推進協議会 

素案の段階で、甘楽町文化財調査委員会の委員から意見を聴取、その意見を反映し、

甘楽町歴史的風致維持向上計画策定委員会で素案を作成した。また、事業の推進や変更

に関する協議・調整を行うため、要綱により甘楽町歴史的風致維持向上計画推進協議会

を組織した。 

 

甘楽町歴史的風致維持向上計画推進協議会委員 

所 属 等 

甘楽町長（会長） 

甘楽町副町長（副会長） 

学識経験者（地域活性化計画） 

学識経験者（景観計画） 

学識経験者（建築計画） 

群馬県県土整備部都市計画課長 

群馬県教育委員会文化財保護課長 

群馬県西部県民局西部農業事務所農村整備課長 

群馬県西部県民局富岡土木事務所長 

甘楽町議会議長 

甘楽町教育長 

甘楽町区長会長 

第１区長 

第２区長 

第３区長 
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１．甘楽町の歴史的風致形成の背景 

 

（１）甘楽町の地勢等 

 

① 自然的環境 

甘楽町は群馬県の南西部に位置し、北緯３６度１４分２３秒、東経１３８度５５分３

０秒の位置にあり、面積は５８．６１ｋ㎡である。 

東は高崎市、西と北は富岡市、南は熊倉、雲津連山や稲含山系を境に藤岡市と甘楽郡

下仁田町と隣接している。 

南の標高１，３７０ｍの稲含山か

ら北に傾斜し、南部の山間地、中央

部の丘陵地（中央平均標高３００

ｍ）、北部の平坦地（標高１１５ｍ）

と変化に富んでいる。 

富岡市との境界を鏑川が流れ町

の中心部に雄川、西部に下川、東部

に天引川が流れ、それぞれ北部で鏑

川に注いでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 自然環境 

気候は、内陸性気候であるが比較的温暖で、雪や台風などの災害は少ない。年間平均

気温は１４度、最高気温（月平均）３０．４度（８月）、最低気温（月平均）は、－３．

      

■稲含山 ■北部の平坦部 ■鏑川 
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２度（１月）で秋畑地区の山間部と福島地区の平坦部とでは、平均３～５度の気温差が

ある。 

雨量は、最も少ない月（１２月）で１０㎜、多い月（７月）で１９０㎜、年間総雨量

は、９９０㎜である。 

 

② 社会的環境 

 

ア 土地利用 

南部の山間部では、段々畑が多くそばが栽培されている。中央部の丘陵部では、肥沃

な土地を利用し、畑作地帯として生鮮野菜やこんにゃく芋の栽培が盛んである。北部で

ある鏑川沿いの平坦部は、稲作などの農業生産が盛んであり、地域資源を活用した地場

産業が息づいている。 
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イ 道路 

平安時代の『延喜式』には、上野国におかれた九ヵ所の御牧の一つ「新屋（仁井屋）

の牧」が開設されたとあり、甘楽町の新屋地区であると推定されており、当時の往来を

物語っている。 

織田信長の二男信雄（のぶかつ）に元和元年（１６１５）に小幡が与えられ、翌年に

は、信雄の子信良が福島の御殿に入った。福島は下仁田街道と呼ばれる脇往還が通って

いる。この下仁田街道は、武州本庄から信州追分までの中に１１の宿場があり、そのう

ちのひとつが福島宿であった。 

現在は、一般国道２５４号線となり、沿道は、住民の日常生活を支える商業地となっ

ている。また、本路線の北部にバイパスが平成２１年２月に開通し沿道への商業施設の

進出が期待されている。 

主要地方道富岡神流線の整備も進んでいる。また、関越自動車道高崎ＪＣＴを起点に、

群馬県と茨城県を結ぶ北関東自動車道の整備も進み、東北自動車道に接続すると東西南

北いずれにも通じる高速道路網の完成も目前である。 

                           北関東自動車道が全線開 

通すると、茨城県ひたちな 

か市まで約２時間で結ば 

れることとなる。 

東京までの所要時間は、 

自動車で高速道路を利用 

して都内まで約１時間で 

ある。定住人口の増加に多 

くを望めない時代にあっ 

て、甘楽町は交流人口を「第三の人口」として位置づけ、名水百選「雄川堰」、江戸時

代の「町割」と近代の「養蚕農家群」で構成される町屋地区の歴史的な景観、名勝「楽

山園」、地産地消の拠点「道の駅 甘楽」、蕎麦打ち、炭焼きなどの農業体験や里山体験

により都市と農村の交流を深める「甘楽ふるさと館」や市民農園である「甘楽ふるさと

農園」などにより、年間１１万人の交流人口がある。 
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ウ 公共交通 

鉄道は、町の北部を通る私鉄の上信電鉄が高崎市から下仁田町まで通じ、町内には

上州新屋駅と上州福島駅の２駅が設置されている。 

鉄道で高崎へは２７分であり、新幹線を利用して東京駅まで１時間３０分である。

乗降客数が最もの多いのは、上州福島駅で、便益施設、駐輪場及び駅前周辺の歩道整

備などの環境整備を町で行っている。 

路線バスは、利用者の減少により平成７年度に２路線が廃止され、その代替策とし

て那須線及び額部線の２路線を乗合タクシーとして平成８年度より運行してきたが、

この乗合タクシーにおいても利用できる地域が限られ、利用者数は減少の一途であっ

たため廃止（平成 26．3.31）となった。 

現在は交通不便地域の解消と高齢者をはじめとする交通弱者の移動手段の確保を目

指し１０ヶ月間の試行運行を経て、平成２６年度４月より、町内全域を対象としたデ

マンドタクシーを運行している。 
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（２）甘楽町の歴史 

 

① 原始時代 

 ４世紀初めまでを、原始時代というが、甘楽町においては、土器に施された縄など

の編目のような文様が土器につけられて焼かれた縄文式土器が、秋畑地区の粟ノ沢など

でその破片が発見されている。粟ノ沢遺跡は、昭和２５年（１９５０）秋畑中学校（現

町立第三中学校）新築工事中に校庭敷地内から石器類が発見され、石鏃、石匙、石錐、

石皿、凹石及び石棒などの縄文時代後期の文化遺産である。 

自由に山野を駆け回り鳥獣や魚菜類を捕獲採集していた縄文時代から、播種に始まり

苗の仕立管理等収穫まで、労働力の配分を計画的に行わなければならない弥生時代の遺

跡は、佐久間遺跡（小幡地内）、竹の内遺跡（国峯地内）、紅葉山遺跡（善慶寺地内）、

中村遺跡（上野地内）、下小塚遺跡（白倉地内）、及び笹遺跡（小川地内）など甘楽町の

ほぼ全域にわたって分布している。 

  

② 古代 

甘楽町には、古墳時代の遺跡が数多くあり現存する古墳は、そのほとんどが古墳中期

から末期に造営されたものである。 

群馬県は古墳の多い地域であり、甘楽町においても、『上毛古墳綜覧』昭和１３年（１

９３８）によると小幡地区に９箇所、福島地区に５４箇所、新屋地区に１８箇所が記載

されている。 

甘楽富岡地区に現存する前方後円墳は、県指定史跡の笹森古墳とその東方４００ｍ 

にある５世紀前半の造営と推考されている町指定史跡の天王塚古墳だけである。 

 甘楽町においては、耕地を六町間隔で縦横に区切り、六町間隔の列を条、六町平方の

区割りを里、一里は一町間隔で三十六の坪とした条里制に伴い、福島、庭谷及び白倉地

区に条里制遺構が存在し福島地区などには、「七反田」、庭谷地区には、「二反田」、「四

反田」、「五反田」、白倉地区には「八反田」の地名があり碁盤目になって整然と区割り

されている跡をみることができる。 

 

③ 中世 

 鎌倉時代にはいると、小幡氏の活躍がみられる。小幡氏は、『武蔵七党系図』による
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と児玉党の一派で、この党の中に小幡平太郎の名が見られ、１３世紀初頭には小幡の地

に居住し勢力を確立していたといわれている。 

 南北朝時代以降、上杉氏が上野国守護となりその支配力が強固になると、西上野の拠

点の一つとして甘楽の地が重要視されてきた。各所に城が築城され当町には、白倉城、

国峯城、庭谷城、天引城などがある。 

 

 

 

 

 

 

  

 

特に白倉城は、麻場城・仁井屋城の２域からなる典型的な別城一郭で、城主の白倉氏

は、小幡氏と並んで関東管領上杉氏の重鎮として上州八家の一つ、また四宿老（長尾、

大石、小幡、白倉）の一人として活躍した。 

小幡氏は、西上州において大きな役割や影響を及ぼした。居城の国峯城は中世におけ

る大城郭で、他には見られない特異な構成であり、山城部・丘城部・平城部が東西２ｋ

ｍ、南北２．５ｋｍの広範囲に展開しており、高低差は２４４ｍをはかる。 

             その後、武田信玄の幕下に加わり、武田軍団の先陣と 

して武勇をはせ「赤備え」着用を許され、上州の赤武者 

として恐れられ武田２４将の一人にも数えられた。 

この「小幡の赤備え」等の武田の赤備えが後の「井伊 

赤備え」の根本となっている。 

 武田氏滅亡後は、織田信長支配下の滝川一益に従い、 

本能寺の変以後は小田原北条氏の勢力下に入ったが、天 

正１８年（１５９０）豊臣秀吉の小田原城攻めに際して 

国峯城も秀吉軍により落城した。甘楽の地を徳川家康に 

明け渡し真田氏をたよって信州へ去っている。 

天正１８年（１５９０）から慶長６年（１６０１）までの１１年間は、小幡領２万石

■国峯城址 

 ■小幡氏紋付赤備え具足

（町指定重要文化財） 

  

■麻場城址 
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として奥平信昌が領主となり、国峯城の枝城（富岡市）に入った。奥平氏は甘楽郡奥平

郷（現高崎市）出身で、徳川家康に属して長篠の戦で武功をあげ、家康の長女亀姫を夫

人とした。 

慶長６年（１６０１）から慶長７年（１６０２）の１年間は、奥平信昌の四男で徳川

家康の養子となった松平忠明が領主となった。 

 

④ 近世 

慶長７年（１６０２）から元和元年（１６１５）までの１３年間は、水野忠清が小幡

１万石を領した。 

この間の慶長１５年（１６１０）から元和元年（１６１５）までの５年間は、箕輪城

１２万石の領主井伊直政の二男直孝が、福島に陣屋を築き甘楽郡東部の地１万石を支配

した。 

 元和元年（１６１５）に、織田信長の二男信雄に大和国宇陀郡三万石、上州小幡二万

石が与えられ、翌元和２年（１６１６）に信雄の子信良（２代藩主）が福島の御殿に入

り、織田氏による小幡藩政が開始された。 

２代信良は、寛永３年（１６２６）４３歳で死去した。嫡男信昌が２歳で相続したが、

祖父（信雄）の命により叔父織田高長が後見役となった。 

３代信昌は、寛永６年（１６２９）に小幡への移転を決め、場所を見立て、地割・用

水割・水道見立てを行い、１３年後の寛永１９年（１６４２）に普請を完了して小幡陣

屋に移転し、小幡陣屋は小幡藩の中心となった。陣屋屋敷に南面して楽山園と呼ばれる

庭園が造営された。 

楽山園の造営年代・造営主については不明な点が多いが、『楽山園由来記』によれば、

元和７年（１６２１）に織田信雄が造営したといわれている。 

８代信邦治世の明和３年（１７６６）に藩政建て直しをめぐって重臣間で内紛が勃発

した。このことが、幕府の表沙汰となり、小幡藩主名代や『柳子新論』で幕政を批判し

た山県大弐など小幡藩と関わりがあった多数が処罰された「明和事件」が起こった。 

翌明和４年（１７６７）に信邦は蟄居となり、弟の信浮は養子として認められ、出羽

高畠２万石を与えられ移封となった。織田氏の、８代１５２年にわたる小幡藩の統治は

終った。 
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織田家移封の後、明和４年（１７６７）９月に小幡２万石に封じられたのは、奥平家

とも縁続きの親藩で、陸奥・上野・伊豆の約２万５千石を領し、若年寄を勤めていた松

平忠恒である。 

３代忠恵は、５０年にわたり藩主や幕府の奏者番、若年寄の要職を勤めた功績により

嘉永３年（１８５０）に「城主格」を拝命し、以後小幡陣屋は、「小幡城」と呼ばれた。 

４代忠恕は小幡藩最後の藩主。明治２年（１８６９）版籍奉還まで１０２年間続いた。 

 

⑤ 近代 

 慶応３年（１８６７）に大政奉還が行われ、翌年には旧幕府直轄領と旗本領は岩鼻県

となった。明治２年（１８６９）に版籍奉還が行われ、藩主の松平忠恕は小幡藩知事に

任命された。明治４年（１８７１）廃藩置県の詔が下ると、岩鼻県も含め第１次群馬県

が設置された。 

明治６年（１８７３）６月、第１次群馬県と旧川越藩の入間県とで熊谷県となった。

同年に小幡陣屋の土地・建造物・立木などが払い下げられている。昭和５４年（１９７

９）刊行の『甘楽町史』には、旧県庁一式・糺問所一式・土蔵３棟・撃剣場一式などが

あり、内訳として畳・障子・襖などの建具とこれらの代金が記されている。 

■小幡陣屋見取図 
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明治９年（１８７６）に入間県が除かれ、旧館林藩の栃木県とで現在の群馬県が成立

した。明治２２年（１８８９）町村制施行で、現在の集落の原形である、小幡町、秋畑

村、福島町及び新屋村が成立した。 

昭和３０年（１９５５）小幡町と秋畑村が合併し、昭和３４年（１９５９）２月に小

幡町・福島町（一部富岡市に合併）・新屋村が合併し、現在の甘楽町が誕生した。 

 産業においては、わが国蚕糸業の画期的な事業として、明治５年（１８７２）７月に、

官営富岡製糸場が建設され、同年１０月より操業が始められた。 

この工場建設にあたっては、瓦、レンガ、石材、用材等の資材の調達及びその運搬で、

甘楽町の先人も大いに貢献した。建築に用いた石材は、小幡地内の連石山から切り出さ

れた。また、現在町の地場産業となっている瓦製造業も、旧幕府時代から福島地区で同

地の粘土層を用いて瓦を製造していたが、官営富岡製糸場建設の特需により、大いに発

展しその後の基礎となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養蚕及び製糸業の隆盛は、安政６年（１８５９）の横浜開港前後に始まり、製糸の輸

出が増加するにつれ、品質の均一化と良質化が求められ、収益の増加を図るために、甘

楽町においても組合制による揚げ返し工場が設立された。 

甘楽町で最初に設立されたのは、明治１１年（１８７８）３月、村有志２９名の発起

により始められた小幡組である。その後、産業組合法改正により「小幡組有限責任信用

販売甘楽社」となり、やがて産業組合の連合会が制度化されることになった。 

甘楽社（明治２６年（１８９３）改称）もその適用を受け、所属していた１２９組合

は一斉に組織変更を行い、ここに「有限責任信用販売組合甘楽社小幡組」が誕生した。 

特に、城下町小幡の町屋地区の農家は、養蚕農家に形態が変わっていった。群馬県の

■甘楽社小幡組正門前 ■小幡組全景 
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養蚕は、近代から現代まで全国一の隆盛を極め、産業経済の主軸をなしてきた。 

甘楽町においても、好不況の波にほんろうされることはあったが、永い間農業収入の

大部分を占め地域経済を大いに潤してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸時代より明治初年にかけては、そのほとんどが年１回の春蚕だったが、先覚者 

である富岡製糸場初代工場長尾高惇忠、高山社創設者高山長五郎などによる養蚕飼育法

などの確立、技術指導等により、明治中頃以降は、夏秋蚕が甘楽町でも一般化し飛躍的

に収繭量は増大した。甘楽町は気候や河岸段丘である土質が養蚕の桑園に適地であった

ために永く養蚕が農業経営の主流であった。 

しかし、甘楽町においても、生糸価格の低迷及び高齢化とあいまって、養蚕農家は急

速に減少している。現在は東京などの大消費地の近郊としての利点を活かし、無農薬栽

培や有機栽培などによる野菜生産やこんにゃく芋の栽培が主流となった農業経営が行

われている。 

昭和４０年代に入ると、商業は、大きな駅、国道及び県道沿線で盛んになり、福島駅

周辺や福島や小幡の国道、県道沿線を中心とした商業地となってきた。 

  

 

 

 

 

 

 

            

■養蚕風景（昭和４０年代） 

     

        ■上州福島駅前商店街 ■露地なす栽培 ■自動車系工業団地 
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現在の商圏は、モータリゼーションにより、国道２５４号バイパス沿線の大型店舗に

移り、福島駅周辺や、小幡地区の県道富岡神流線沿線の商店街は衰退傾向となり、生活

利便性を確保するための日常生活品を中心とした商店街へと変貌している。 

工業は、基幹となる工業が少なく建設、電気自動車関連の中小企業が多い状況である。 
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（３） 文化財の分布状況 

 

①�  指定文化財の分布状況 

甘楽町には、数多くの文化財が残っている。国指定の文化財は、名勝の楽山園(らく

さんえん)があり、また、重要無形文化財保持者１名が認定されている。その他、登録

有形文化財が４件ある。 

 県指定文化財については、重要文化財が２件、史跡が３件、重要無形民俗文化財が２

件、天然記念物が１件の８件が指定を受けている。 

 町指定文化財については、重要文化財が５３件、重要無形民俗文化財が１４件、重要

有形民俗文化財が１件、史跡が１２件、名勝が５件、天然記念物が６件の計９１件を指

定文化財としている。 

 

ア 国指定文化財 

 国指定文化財は、名勝楽山園１件である。 

 

イ 国登録有形文化財 

 甘楽町には４件、４棟の登録有形文化財が小幡地区にある。登録されている物件は、

｢茂原家住宅主屋｣木造二階建、瓦葺、建築面積２０７㎡、江戸中期「茂原家住宅米蔵」

土蔵造二階一部三階建、瓦葺、建築面積５５㎡、江戸後期「茂原家住宅隠居蔵」土蔵造

三階建、瓦葺、建築面積３５㎡、江戸末期「茂原家住宅西蔵」土蔵造二階建、瓦葺、建

築面積４１㎡、江戸末期である。 

 

ウ 県指定文化財，町指定文化財 

 

（ア）小幡氏に関連する文化財 

 中世約４３０年間にわたり、甘楽町全域及び富岡市、安中市、高崎市の一部を治めて

いた小幡氏に関連する文化財としては、居城の｢国峯城址｣｢峰城址｣｢麻場城址｣｢庭谷城

址｣｢小幡氏歴代の墓｣が町の指定史跡となっており、｢小幡氏旧領弁録｣｢庭谷の五輪塔｣

｢興巖寺の一石五輪塔｣｢小幡氏紋付赤備え具足｣が町の重要文化財の指定を受けている。 
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（イ）織田氏に関連する文化財 

 小幡藩政開始から１５２年間にわたり藩政を統治した織田氏に関する文化財として

は、前述の名勝楽山園の他に、｢織田氏七代の墓｣が町の指定史跡となっており、｢宝勝

寺起立文書｣｢明和風土記｣｢織田氏家臣録｣｢森平家近世文書｣｢長岡家の薬医門及び四脚

門｣が町の重要文化財の指定を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ）松平氏に関連する文化財 

 松平氏は、織田氏の後に入封して１０２年間にわたり藩政を敷いた。松平氏に関連す

る文化財としては、前述の名勝楽山園の他に、｢田村家近世文書｣「小幡八幡宮拝殿の天

井画」｢小幡藩家臣注文打大小刀｣、また、小幡藩松平氏邸の間取りが描かれている“上

毛甘楽郡小幡御住居之図”〔文政１０年(１８２７)〕や、当時の小幡藩政などが記され

ている｢松浦家近世文書｣、さらに織田氏が松平氏に引き渡した“陳屋絵図”〔明和４年(１

７６７)〕や、松平氏の藩政を解明するのに重要な文書類が｢高橋家近世文書｣として町

の重要文化財に指定され、「小幡八幡宮の屋台・飾り人形及び屋台ばやし」が町の重要

有形民俗文化財の指定を受けている。 

 

（エ）武家屋敷の文化財 

 小幡藩時代の武家屋敷の文化財として、｢旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷｣が群馬県の史

跡の指定を受けている。松浦氏屋敷は、名勝楽山園から約３００ｍの南方に位置し、小

幡藩主織田氏の別邸であったといわれ、後に小幡藩主松平氏より松浦家に賜ったと伝え

られ、屋敷の南に付属の庭園が造られている。 

         

 

 

  

■織田家家臣録 ■織田氏七代の墓 
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屋敷は、建築的特徴から１８世紀末から１９世紀初期頃の建造物と判断され、台所(土

間)の西側に板の間、中の間、奥の間の３室を配置する三間取が基本で、１９世紀中期

頃に座敷、納戸、縁側が増築されている。現状は木造二階建、寄棟造、草葺の上にトタ

ン葺。梁行２間半・桁行９間半が上屋、北側は梁行１間半の下屋を付け、南側には梁行

２間半・桁行３間半の指出部を設けている。 

庭園は、屋敷の南側に築庭され、中央部を東から西側に緩傾斜する地形を巧みに生か

し湾曲させて、雄川堰より取水した小堰を流している。座敷の指出部が庭園の中央に位

置しており、指出部は庭観賞の座敷として建てられている。池は指出部の全面に楕円形

の池があり、庭西端に近い部分に方形の池が設けられているが、第２次世界大戦後に庭

を縮小しており、このため池が２箇所に分散している。もともとは一つの池であった。 

名勝楽山園が藩邸とその庭であるのに対し、それに従う武家の屋敷構えを良好に伝え

るもので、江戸時代の武士の生活環境と、当該地域の歴史を知る上で重要であり、学術

的価値が極めて高く貴重であることから指定に至っている。 

 

② 指定等文化財以外の文化財の分布状況 

 

ア 古墳 

 甘楽町内では、県指定史跡となっている笹森古墳や、町の指定史跡となっている天王

塚古墳、天引黒淵古墳群の塚一基、金比羅山古墳を含め、１０箇所確認されている。 

 

イ 中世城郭 

 甘楽町内では、数多くの城郭跡が残っており、いずれも小幡氏に関連する城郭跡であ

る。小幡氏の居城であった国峯城の一部は、町指定史跡になっているが、前線基地また

は親族の居城であったと推測される上野城跡・倉内城跡・天引城跡・八幡山砦跡・長畝

砦跡・大類屋敷跡については、指定等は行なわれていないが周知の埋蔵文化財包蔵地と

なっている。 

 

ウ 街道 

 甘楽町を通過する道路で、道路史上に名前が出てくるのが、｢下仁田街道｣と｢鎌倉街

道｣である。下仁田街道は、中山道本庄宿で分岐し、信州追分宿へ通じる街道で、１１
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の宿場のうち、福島地区に福島宿があり、小幡方面や下仁田方面からの物資の取次ぎ宿

として賑わっていた。 

 

小幡藩主の参勤交代も小幡から福島宿に 

 出て江戸に向かい、小幡に帰る時も同様であ 

 った。また、秋畑地区には山岳信仰の稲含山 

や稲含神社があり、これを目指す信仰者も、 

この街道を往来し福島宿から小幡、秋畑へと 

向かった。現在は一般国道２５４号線となっ 

ている。 

  

 

鎌倉街道は、国道２５４号線の南方にあり、東は高崎市と接する天引川筋から町立新

屋小学校南、町立第一中学校南を経て、県指定史跡「笹森古墳」の南から富岡市田篠へ

抜ける路線で、現在は町道となっている。この中学校の南東方向に金光山があり、ここ

に白倉神社が鎮座している。この神社も山岳信仰が盛んであったため、近在の信仰者は

鎌倉街道から、遠方者は下仁田街道を往来して参拝した。 

 小幡地区にある武家屋敷地区の道筋は、江戸初期に成立した道型を多く残している。

また、武家屋敷地区を南北に通過する道路は、城下町が形成される前から存在したのか、

屈曲・湾曲している。主要な街路遺構は、概ね東西・南北に付けられているが、Ｔ型や

Ｌ型の交差が多くあり、これは戦国末期から江戸初期に造られた他地域の道路構造に良

く似ており、江戸期の絵図と現在の道路を重ね合わせると、多少の道路改良はあるもの

の、ほとんど変更が無いことがわかる。「表門」（大手門）から南側が武家屋敷地区であ

るため、この通りを「大手通り」大手通りから西に曲がり、藩邸に至るまでの通りを「中

小路」と名付けられている。中小路は、幅が特に広く７間あり、両側に石垣が構築され

ている。また、表門から町屋地区を通って北方に延びる道路も幅が１０間ある。 

 

エ 城下の町並み及び水路 

 甘楽町内で町並みが残る区域で、最も顕著に現存している区域は、小幡地区の町並み

である。小幡地区は武家屋敷地区と町屋地区に大別される。 

 

■一般国道２５４号線 
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 『群馬県甘楽郡甘楽町小幡伝統的建造物群調査報告書』〔昭和５８年（１９８３）〕に

よると、予備調査で武家屋敷地区では２５棟、町屋地区で９８棟が選定され、一次調査

において武家屋敷地区１７棟、町屋地区４８棟が選定されている。町屋地区内の雄川堰

には洗い場が設けられており、町並みと一体となった貴重な景観空間である。 

 他地区の町屋や町並みの調査は実施していないが、国道沿線、県道沿線や街道筋に町

屋が点在しているのが確認できる。 

 小幡地区を北流する一級河川雄川から取水した雄川堰(大堰)は、小幡地区の人々の生

活用水として、また小幡北方の福島・新屋地区の穀倉地帯を潤している。雄川堰は、い

つ誰の手によって開設されたかは不詳であるが、中世の豪族小幡氏の家臣団の一部も当

地で生活していたため、古くから開設されていた可能性がある。 

 雄川堰引込口から約６４５ｍ下流に｢吹上の石樋｣と最後の小幡藩主松平忠恕公の篆

額になる｢石樋記｣の石碑がある。堀沢川の上を流れる雄川堰の樋を慶応元年（１８６５）

に、長さ約６ｍ、幅１．８ｍの巨大一枚岩を組み合わせた石樋に取り換えている。｢石

樋記｣は、この工事の功績を称えた石碑である。 

 

  

雄川堰は、武家屋敷地区の東側を北流し、途中で二手に分流し、一方は横町を迂回し

て、再び｢表門｣(大手門)前で合流し、町屋地区へと北流している。この武家屋敷地区内

には雄川堰より３箇所の取水口が設けられ、上流より一番口、二番口、三番口と呼ばれ、

ここから小堰となる。 

一番口は一升枡の大きさで、名勝楽山園や武家屋敷地区の南側を巡る小堰である。雄

川堰引込口から約１，４６０ｍ下流の所にあり、小堰の総延長は約２，１８０ｍ。 

二番口は五合枡の大きさで、武家屋敷地区の中央を巡る小堰である。一番口から約１

   

■小幡の町並み ■雄川堰 
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８０ｍ下流にあり、小堰の総延長は約９９０ｍ。 

三番口は三合枡の大きさで、武家屋敷地区の北側を巡る小堰である。二番口から約１

９０ｍ下流にあり、小堰の総延長は約１，８８０ｍ。 

これらの小堰は途中で分流しながら、武家屋敷地区内をくまなく張り巡らされ、最後

には雄川に戻すように工夫されている。 

 なお、雄川堰は「名水百選」〔昭和６０年（１９８５）〕環境庁（現環境省）、｢水の郷

百選｣〔平成７年(１９９５)〕国土庁（現国土交通省）、「疏水百選」〔平成１８年（２０

０６）〕農林水産省、「選奨土木遺産」〔平成２２年（２０１０）〕土木学会、「かんがい

施設遺産」〔平成２６年（２０１４）〕国際かんがい排水委員会に認定されている。 

 

オ 農村集落に見られる文化財 

 甘楽町全体を見ると、古くから農村地帯であり、主に養蚕を行って来ていたため、農

村の習俗や養蚕の慣習に関連する文化財が多く残っている。 

 特に秋畑地区の那須集落においては、斜面を切り開いた段々畑が広がり、｢小さな石｣ 

を意味する「ちぃじがき」が積み上げられ、こんにゃくや蕎麦が栽培されている。 

 

この「ちぃじがき」が積み上げられた独特の文化的景観は、文化庁の『農林水産業に

関連する文化的景観の保護に関する調査研究（報告）』〔平成１５年（２００３）〕で、

“集落に関連する景観”の＜重要地域＞に「那須集落の段々畑と石垣」の名称で調査さ

れている。那須集落をあげて蕎麦等栽培することにより、その景観がしっかりと守られ

ている。また、甘楽町内は、各集落内に１乃至２の寺社仏閣が残り、農村地帯における

寺社仏閣のあり方が理解できる。 

   

■ちぃじがきを練り歩く獅子舞 ■蕎麦畑 
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 特に、宝積寺は「お菊の墓」のある寺として有名で、播州皿屋敷のモデルとも言われ

ている。お菊は最後の国峯城主であった小幡信真の侍女であった。信真からの寵愛を一

心に受け、妬んだ同輩侍女達は信真の食事に針を入れ、お菊の仕業にしたため、桶に入

れられ生きたまま池に沈められてしまった。宝積寺山門で命ごいをされた住職はどうす

ることも出来ず、この後小幡氏は勢力を失い、宝積寺山門は何度建てても必ず火災に遭

ったといわれ、お菊の崇りと囁かれた。 

また、町内の至る所に石仏・塔碑・磨崖仏に大別される石造遺物が見られ、雄川の結

晶片岩の板状の自然石に、梵字等を刻む中世の板碑が数多く残っている。 

 

カ 近代産業及び産業遺産 

 甘楽町の地場産業である瓦製造業については、町の地質的要件と地形的背景によると

ころに大きな要因がある。 

 町の北部を東流する鏑川によって形成された比高差５～７ｍを測る河岸段丘上には、

良質の粘土が採掘され、このため河岸段丘周辺に焼成窯が構築された。 

 天保１１年（１８４０）小幡藩の工事用命に際し、石川久太郎を藩の御抱え瓦職人と

し、福島地区に瓦工場が建築された。これが｢福島瓦｣の始まりである。 

 特に明治５年（１８７２）１０月に操業が開始された官営富岡製糸場の建設にあたり、

瓦は勿論のこと製糸場のレンガも輸入に頼らず全て福島で焼成された。レンガは河岸段

丘を利用して登り窯を築き焼成している。これにより｢福島瓦｣の知名度が上がるととも

に銘柄品となり、近代産業の礎を築いた。また、武家屋敷地区や町屋地区、さらには群

馬県内外など、福島瓦は各地で甍の波を飾って来ている。 

 このように、瓦製造業は全国各地の屋根に使われ、日本の近代化の一翼を担った産業

として、地域の歴史を語る上で必要不可欠な近代産業であり、福島瓦が葺かれた建造物

は、近代産業遺産として貴重である。 
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（４）風俗・慣習としての年中行事 

 

① お棚さがし 

 三元日に、神様に供えたもの（餅等）を、この日に全て一度下げて、一緒に煮て神様

に供え、家族全員で食べ家内安全、身体健康などを祈る年の始めの伝統的な行事として

広く町内で行われている。 

行事日：１月４日 

 

② 春祈祷(はるぎとう) 

 元来は、新しい年に当たり、それぞれの家庭において、家内安全、五穀豊穣、身体健

康などを祈る家庭祭祀で、神棚などに神饌をお供えし、今年一年の家運隆盛を祈る伝統

的な行事である。 

現在では、隣組の組織などでもこれにならって、組長、書記、会計や大組長。地区の

公民館があるところでは、館長、副館長、会計。さらに組行事の当番者。祭事の当番者

など、一年の行事等を決める大事な行事となっている。 

行事日：１月下旬～２月上旬 

場 所：各地区の公民館等 

 

③ ドンドン焼き 

 かつては、１月１４日の夕方、各世帯で取り除いたお正月の松飾、竹、注連縄などを

集落のはずれの道祖神に持ち寄り高く積み上げて燃やす行事であったが、現在は、防火

のため水田などの安全な場所で、１月１５日の早朝に集落の人や消防団員が集まり燃や

している。 

この火に当たると風邪をひかないといい一年の無病息災を願う伝統的な行事として

行われている。 

行事日：１月１５日 

 

④ 節分 

 大豆を炒り、年男を先頭に子どもたちが「福は内、鬼は外、福は内」と大きな声で叫

びながら大豆を撒き厄払いを行う伝統的な行事である。 
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撒く場所は、床の間が最初で便所が最後となる。自分の年齢だけ大豆を食べるとその

年は無病息災であるといわれている。 

 一部地域では、豆の一部を残しておき、初雷の時に「遠くのくわばら」と叫んで撒く

と雷の害が防げるという地域もある。 

行事日：２月３日 

 

⑤ 百八灯 

                    近世後期に起源を持つとされる百八灯と 

いう行事が行われている。 

この行事は、毎年８月１５日の孟欄盆の 

午                  夜に村にあるお宮などに集まって、１０８ 

                   本のろうそくに火を灯して、祖先の霊を祀り、 

霊が霊界に帰る、送り盆の行事である。送り 

盆の行事に参加して、厳かに祖先の霊を送り、 

悪疫退散を祈願する伝統的な行事である。 

行事日：８月１５日 

 

⑥ 十五夜 

 旧暦８月１５日の夜すすきの穂を、１５本立て満月を祝う。月見団子、サトイモ、栗、

饅頭、飴玉等の丸いものを箕に入れ、十五夜の月見の祝いを行う伝統的な行事である。 

子どもたちは、組を作って、他家の供え物を取って食べることが黙認されている。これ

は十五夜盗人といって、供物を取られると蚕が当たるという縁起をかついでいるからで

ある。 

行事日：旧暦８月１５日 

 

⑦ 十日夜（トウカンヤ） 

 旧暦１０月１０日に、その年の豊作を祝う行事で餅をついて食べる。子どもたちは３

～４人のグループになり巻藁、こんにゃく芋の葉、茗荷の葉などを束ねて、手に持ち家々

をまわり玄関で叩きながら、次のようなことばを唱えた。迎えた家ではお菓子などを振

舞う伝統的な行事である。 

 

■白倉本村百八灯 
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十日夜、十日夜、十日夜はええもんだ 

 朝そばきりに、昼だんご 

    よう飯食っちゃあ、ぶっぱたけ 

    こんにゃく玉も、じゅうぶんに 

    菜大根も、じゅうぶんに 

    鏡のような餅食って 

    油のような酒飲んで 

    十日夜、十日夜、十日夜はええもんだ 

十日夜、十日夜、十日夜はええもんだ 

 

行事日：旧暦１０月１０日 

 

⑧ 屋敷まつり 

 夕方に赤飯を炊き、尾頭付きの魚を焼いて屋敷神様に供え、家族全員で食べ家内安全

を願う伝統的な行事である。 

行事日：１２月１５日 
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２．甘楽町の歴史的風致の維持及び向上に関する方針 

 

（１）雄川堰とそれにまつわる歴史的風致 

 小幡のまちうちを北流する雄川堰は、一級河川雄川より取水しており、開削の時代は

不詳であるが、昭和５４年（１９７９）刊行の『甘楽町史』によると、藩政時代以前に

存在していた。 

雄川堰は、大堰とも呼ばれており、大堰より三箇所の取水口を設けて、武家屋敷地区

内を網目状に張り巡らされている水路が小堰と呼ばれている。この小堰に取水口を設け、

藩邸内は「せき水通り」と呼ばれた堰により、雄川堰の水が国指定名勝楽山園に注ぎ込

まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 元和元年（１６１５）に二条城で「禁中並公家諸法度」が布達された折に、織田信長

の二男信雄に大和国宇陀郡３万石・上州小 

幡２万石が与えられ、翌元和２年（１６１ 

６）に信雄の子信良（２代藩主）が福島の 

御殿に入り、織田氏による小幡藩政が開始 

された。 

 城下である小幡は、織田氏によって造ら 

れたものであり、小幡藩主織田氏の事績を 

まとめた『織田様御代々覚書』〔寛政１０年 

(１７９８)〕によれば、３代藩主信昌は、 

■名勝楽山園 ■小堰一番口より 

 

■織田様御代々覚書 
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寛永６年(１６２９)に、雄川からの豊かな用水の確保が容易であったことから、小幡へ

の陣屋移転を計画し小幡の地割・御用水割・水道見定めや墓所の見地等を行い、寛永１

９年(１６４２)に小幡陣屋に移転した。 

 

雄川を見下ろす小高い丘にある崇福寺には、小幡藩主織田家の初代信雄から７代信富

に至る歴代藩主と妻子らの墓地がある。もともと織田家の菩提寺は国峯城主小幡氏の菩

提寺でもある宝積寺であったが、宝積寺住職交代儀式の席次に不満を持った織田家と寺

との確執により、４代信久の代に改葬し崇福寺を菩提

寺とした。また、石高においては、３代藩主信昌の代

には、祖父信雄の遺命により松山３万石を後見役であ

った叔父の織田高長に譲り、小幡２万石のみとなって

いる。 

織田氏の墓石はいずれも五輪塔で、大名家の墓所ら

しい風格と佇まいを見せ、小幡城下を眺望できる景観

は、地域住民のみならず来訪者にも往時の様子を回顧させる心が安らぐ空間である。 

墓所及びその周辺は、以前から参拝や散歩などの往来も多く、憩いの場としての役割

も果たしており、地域住民によって除草などの景観維持のための管理が行われている。 

近年では、名勝楽山園や雄川堰などとともに、小幡織田藩の成り立ちを探索すること

を目的として織田氏七代の墓、吹上の石樋へと回遊する来訪者が増えている。 

小幡の西側を北流している雄川は、小幡台地より約２０ｍ低く両側面は断崖であった。 

このため雄川堰は、大手門跡より約２．３ｋｍ上流に取水口を設けるなど小幡城下形成

に大きな影響を与えている。小幡陣屋移転の際に改修された姿の雄川堰が今も往時の姿

を偲ばせる。 

小幡城下は、名勝楽山園、大奥 、喰い違い郭、織田氏七代の墓のある崇福寺などの

武家屋敷地区、藩政時代の歴史的な建造物や明治中期に建築された養蚕農家建造物群が

遺在する町屋地区で構成され、この両地区を雄川堰は還流している。 

なお、織田氏が松平氏に引き渡した絵図で、武家屋敷地区と藩邸部が描かれている『上

州甘楽郡小幡御陳屋御引渡絵図写』〔明和４年（１７６７）〕を見ると、道路、喰い違い

郭、大堰や小堰、織田氏七代の墓のある崇福寺など現在とほぼ同じ状態であることが分

かる。 

■織田宗家七代の墓 
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町屋地区の町並みの最大の特徴は、この雄川堰を中心としたまちづくりにあり、雄川

堰の左右に街道を設け、街道の外側に街道と直交して南向きの家屋が建っている。 

 

 

 これらの家屋群は養蚕農家であり、藩政時代の家屋構造を踏襲し歴史的価値の高い建

造物である。家屋は養蚕農家にふさわしく屋根に天窓を設けた家屋が多く見られる。有

賀茶店については、明治中期以降に建設された建造物で商家であるが養蚕も行われ、町

屋地区の象徴的な建造物である。また、下町組合事務所も明治中期以降の建造物であり、

かつては隣接する富岡市額部地区にあったものを、昭和初期の木材が貴重であった時代

に小幡下町組合が譲り受け移築したもので、雄川堰と桜並木街道最北端の町屋地区玄関

口に位置し、漆喰、蔵造りの建造物として小幡のまち並みに溶け込み、良好な景観を生

み出している。 

この組合事務所は、地域共同の養蚕道具の収蔵庫などとしても利用されてきたが、現

在は町屋地区を舞台に行われる小幡八幡宮例大祭の山車収蔵庫のほか、お囃子、笛（横

■上州甘楽郡小幡御陳屋御引渡絵図写 

      

■雄川堰（小堰）が還流する武家屋敷 

■有賀茶店 ■下町組合事務所 
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笛）、神楽獅子舞の稽古場所として利用されており、春と秋には心地よい音色が集落に

響き渡っている。 

 『甘楽町史』〔昭和５４年（１９７９）〕によると、雄川堰は藩政時代から飲料水・生

活用水・灌漑用水・防火水利等に利用されていたため、小幡藩では「御用水奉行」を設

け厳しく管理していた。 

さらに、『宇田村名主覚書 名主平兵衛』〔文化４年(１８０７)〕では、明和４年(１

７６７)松平氏が小幡に移るとき、すでに代官の次に御用水掛の役職が設けられていた

と記述されている。なお、灌漑用水としては、寛政５年（１７９３）に２２２町歩（２

２２ｈａ）の水田を潤していた記録が見られる。 

寛政５年（１７９３）灌漑水田反別 （甘楽町史より）   

村 名 水 田 反 別 村 名 水 田 反 別 

 

小 幡 村 

町・反・畝・歩 

１・９・５・３ 

 

上 長 根 村 

町・反・畝・歩 

４６・２・８・７ 

上 福 島 村 ２２・６・１・１１ 中 長 根 村 ３２・１・０・３ 

下 福 島 村 ２４・１・５・２５ 下 長 根 村  １３・７・５・２９ 

下 白 倉 村 ２９・１・６・０ 造 石 村  １７・０・０・２３ 

金 井 村 ２４・１・２・２５ 庭 谷 村  １０・８・４・２３ 

                        計 ２２２町１反８歩 

雄川堰は、灌漑用水として現在も１１０ｈａの水田を潤しており、その他生活用水・

防火水利等として、地域住民にとって欠かせないものである。そのため、現在に至るま

で住民により大切に管理され、良好な水路環境が保たれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■水田を潤す雄川堰 
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三箇所の取水口は、上流より一番口、二番口、三番口と呼ばれる。この取水口には先

人の工夫が見られ、一番口は一升枡、二番口は五合枡、三番口は三合枡の大きさに作ら

れている。 

この一番口小堰は途中で２流路に分かれ、１流路は上級藩士であった旧小幡藩武家屋

敷松浦氏屋敷（県指定史跡）や高橋氏屋敷の園池に注がれ、もう１流路は、国指定名勝

の楽山園の園池に注がれている。 

先の『上州甘楽郡小幡御陳屋御引渡絵図写』を見ると、一番口小堰は陣屋藩邸の東側

を藩邸地割りに沿うように流れている。 

 

町屋地区の養蚕農家は、明治中頃から昭和４０年代まで堰に４１箇所ある洗い場で養

蚕道具などを洗っていた。蚕を飼育する竹製の｢蚕かご｣(1.5×0.9ｍ)が主で、小規模養

蚕農家でも約１００枚、大規模養蚕農家は数百枚程洗わなくてはならず、さらに最盛期

には年５～６回（春蚕５月初旬～下旬、夏蚕６月中旬～７月初旬、初秋蚕７月下旬～８

月中旬、晩秋蚕８月下旬～９月中旬、晩晩秋蚕９月下旬～１０月初旬、初冬蚕１０月中

旬～１１月初旬）行われ、養蚕と洗浄は大変な重労働であった。 

しかし雄川堰のお陰で、「蚕かご」の運搬時間は短時間で済んだ。そして養蚕が衰退

するまで、９０年以上にわたり利用され、現在は日常的な農作物の食材洗い場として利

用されている。 

農作物以外では、畑作等で使用した鍬やスコップなどの道具類、堰の水を汲んで鎌や

鉈等を研いだり、季節によっては中に里芋を入れて水力で皮を剥く芋車と呼ぶ道具を設

置したりして日常的に利用されている。 

また、こうした養蚕農家では、繭からとった糸で機織りも行われていた。主に農閑期

    

■小堰が流れる松浦氏屋敷 ■小堰が流れる高橋氏屋敷 

■吹上の石樋 



 34 

の婦人の副業としての営みであったが、織られた白絹は、時には雄川堰の水を利用して

染められた反物として、商品となり収入を得るほか、自家用の着物や布団、その他の衣

料品の材料として利用されていた。 

繭から糸を取り、機を織る仕事の糸道は「一機二針」と言って、嫁入り前の娘が覚え

ておかなければならない大切な仕事であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この城下の「武家屋敷」、町屋の「養蚕農家群」の真ん中を流れる雄川堰は、小幡城

下の町並みと一体をなし歴史的な空間を作り、歴史的な建物の趣と雄川堰の水の流れが

融合して心が安らぐ空間が形成されている。 

 

 

 

 

 

■雄川堰の洗い場 ■住民により大切に管理される雄川堰 

■なりわいに溶け込む雄川堰 
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（２）小幡八幡宮例大祭に見る歴史的風致 

 町内における歴史と伝統を反映した活動として、藩政時代より続く「小幡八幡宮例

大祭」がある。昭和５４年（１９７９）刊行の『甘楽町史』によると、その起源は正

保年間に遡り、同２年（１６４５）、織田家３代藩主信昌が小幡藩の守護神として「小

幡八幡宮」を勧進した折に、藩士によって始められたものであるといわれており、小

幡八幡宮の社殿（町指定重要文化財）は、幕末期の建物である。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「小幡八幡宮例大祭」は小幡城下のなかでも養蚕農家群が遺存する「町屋地区」を

中心に開催される。明治の中期までは、年１回の春蚕だけであった養蚕業が、蚕種の

貯蔵方法の確立などにより夏秋蚕の普及により盛んになると、町屋地区の養蚕農家で

ある氏子は「小幡八幡宮」を養蚕の神としての信仰も加わり、祭りとともに現在に至

っている。 

  

祭りは５年に一度、養蚕の終わった秋も深まりつつある１０月半ばに開催される。

これは昭和３４年（１９５９）２月、氏子総代や各町内の若衆頭の人たちによって５

年に一度と取り決められた。 

 

例大祭当日には、住民が総出で早朝から注連縄を張り巡らす等の祭礼準備にいそし

み、日頃静かな小幡のまちは５年に一度の賑々しいハレ舞台となる。 

 

■小幡八幡宮 

 

■養蚕農家群 



 39 

祭礼の華となる神事は、下町・中町・上町・横町・新堀町の各町で所有する５つの

屋台（町指定重要有形民俗文化財）の「城下巡行」と、大下町による「神楽獅子舞」

（町指定重要無形民俗文化財）である。５つの屋台が一斉に八幡宮の境内に集まると、

「神楽町」とも呼ばれる大下町による「神楽獅子舞」が「神楽唄」とともに奉納され

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後、屋台行列は八幡宮を起点として町なかを賑やかに練り歩く。この「城下巡

行」のルートは、中町にある小幡八幡宮を出発して小幡の主要通りであり歴史的な建

造物である養蚕農家群と雄川堰に挟まれた下町筋を北上し、下町・大下町を経て新堀

町に至り、ここで折り返して同じ道を南下し、小幡八幡宮を通り過ぎて中町・上町横

町に至り、「旧甘楽社小幡組倉庫」広場で再び、大下町による「神楽獅子舞」が「神楽

唄」とともに奉納される。これは、江戸期にはなかったことであるが、屋台の休憩が

必要であることや「養蚕」の倍盛を願って始まったものである。 

 

■中町の屋台 ■上町の屋台 

 

 
 

  

■町屋地区を巡行する山車 
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そして、横町で折り返して再び北上し小幡八幡宮に戻り、幟旗の立つ小幡八幡宮入

口で「神楽獅子舞」が「神楽唄」とともに奉納される。巡行のお囃子は、藩政期にお

ける旋律とリズムを引き継いでおり、その原形は庶民に身近な存在である獅子舞の音

楽が転用されて変化を重ねて、現在のお囃子に至った。この巡行によって、下町筋は

早朝から日暮れまで祭り一色となる。 

 

 

 

 

祭りの神事の一切は、神社と祭礼に奉仕する各町内の「若衆組」によって執り行わ

れている。「若衆組」は、祭りを維持するために藩政時代から継承されている伝統的な

組織であり、小幡を舞台に今なお活動を続けている。そして、５年に一度の祭礼を維

持するために、各町内では、この「若衆組」が中心となり、毎年欠かさず春も浅い３

月頃から町会の集会所などでお囃子、笛（横笛）、神楽獅子舞の稽古が始まり、昔から

変わらぬ笛の音色が、養蚕農家群の集落に響き渡る。 

祭事には、巡行する屋台から、藩政時代から受け継がれてきたそれぞれの所作や動

きに加え、養蚕倍盛を願って始まった太鼓や屋台ばやし、神楽獅子舞の神楽唄が、養

蚕農家が軒を連ねる小幡城下に広がる。 

 

 

 

 

 

■神楽獅子舞と屋台の競演 ■若衆によるお囃子の稽古 
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（３） こんにゃくの生産に関わる歴史的風致 

 小幡の伝統的な生産活動として、「こんにゃく芋の生産」があげられる。小幡城下で

は、「武家屋敷地区」、「町屋地区」の町並みを取り巻くように緑豊かな耕作地が広がり、

肥沃で水はけが良い土壌を活かして、こんにゃく芋の栽培が盛んに行なわれてきた。 

 

 こんにゃく芋は、サトイモ科の多年生植物で、原産地はインドシナ半島である。現

在、東南アジアには、約１３０種類のこんにゃく芋が自生しているが、その多くは、

日本のこんにゃく芋と品種が異なり、こんにゃくマンナンという植物繊維の含まれな

いこんにゃく芋で、加工しても固まらずこんにゃくづくりには適さないことから、食

用として栽培されているのは、日本と中国だけである。 

中国では、紀元３００年頃に栽培され、食用に供されていた。日本への伝来は、仏

教と一緒に伝わったといわれている。室町時代までは、食物繊維の多さから薬として

用いられていた。 

 

この地方でのこんにゃく栽培は、昭和５４年（１９７９）刊行の『甘楽町史』によ

ると、永正二年（１５０５）甘楽郡大日向村（現南牧村）の茂木平兵衛が西国巡礼の

際に紀州(和歌山県)より種玉を持ち帰り、栽培を始めたのが最初であるとされ、以来

この地域に伝承され栽培されてきたとある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一面に広がるこんにゃく芋畑      ■水はけ改善のために積まれた「石垣畑」 

    



 43 

こんにゃく芋を経済作物として農業に取り入れ、普及奨励されるようになったのは、

江戸時代であり、松尾芭蕉も「蒟蒻のさしみもすこし梅の花」と詠んだ句もあるよう

に広く庶民の食べ物となった。 

 

『甘楽町史』〔昭和５４年（１９７９）〕によれば、藩政期には、「じねんじょう（自

然生：在来種）」という栽培方式がとられており、現在のように全てを掘り起こして植

えつけるのではなく、成長したこんにゃく芋だけを掘り起こしていた。 

幕末期には、補植、新規植え付けも始まり種子用として「穴がこい」1が始まった。

需要もこんにゃく料理を集めた『蒟蒻百珍』などが弘化３年（１８４６）に出版され

高まっていった。 

明治初期には、荒粉・精粉の加工法が発達し遠方輸送が容易になったことなどから、

当地方のこんにゃくが全国的に流通するようになった。 

工芸農作物として最初に生産が高まっていったのは、石垣畑の多いちぃじがき集落

（旧秋畑村）であった。これは、こんにゃくの水はけの良い土壌を好む特性が石垣畑

に適したことにより水田に恵まれないちぃじがき集落において急速に生産が拡大して

いった。 

その後、町内有数の畑作地帯であった小幡地区において生産されるようになると、

水はけの効率をあげるために石垣畑を大正時代初期に築いて生産性を高める工夫が行

われた。 

 

こうした中で、甘楽町では、こんにゃく生産が町の経済を支える一大産業となって

いる。とりわけ小幡は、こんにゃく芋の品種改良などが更に進み「石垣畑」などの工

夫が実を結びその栽培の最適地として、昭和時代初期にかけてしだいに生産量を伸ば

していった。 

 

この背景には、元々水はけの良い土壌を活かしてきたこと、「穴がこい」から「火棚

囲い」2の保存技術が開発されたこと、また『こんにゃく三駄（さんだ）と米二駄（に

                                                   
1 冬の間南向きの畑の隅に穴を堀って貯蔵する方法である。 
2 二階の蚕室に囲炉裏の火煙を導き、その室内に二列の蚕架（火棚）をつくって、それを種芋

の貯蔵棚として兼用するものである。 
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だ）』といわれ、米と３対２で交換できることから一層意欲的にこんにゃく生産がすす

められたこと等があげられる。 

 

「火棚囲い」は雪水や酸素不足等により種玉を失う「穴がこい」と比較して格段に

進歩した方法であった。 

さらに、品種改良を重ねて、こんにゃくの栽培地が小幡城下からその周辺の上野、

善慶寺にも拡大したことにより生産量は急増し、一大産地を形成するに至った。現在

では群馬県のこんにゃく生産量は国内産の９割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水はけ改善のために積まれた「石垣畑」と背景の山並みが織りなす景観は、地域の

気候風土を活かした生産活動の履歴を示すものであり “こんにゃく芋畑”のまばゆい

ばかりの緑と農作業風景は、初夏から初冬の風物詩となっている。

■こんにゃく芋の収穫風景   
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（４）ちぃじがき集落における歴史的風致 

 甘楽町の最南部に位置するちぃじがき（小さな石で作った石垣の意味）集落は、町

の中央を流れる一級河川雄川の水源地であり、信仰の対象である稲含山（いなふくみ

やま）を背負う山間地域である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ちぃじがき集落は古くから林業に支えられてきたが、明治初頭からの養蚕の普及や

同中期頃からのこんにゃく栽培により、地区の主産業は林業から農業へと転換してい

った。 

しかし、当地の土壌は砂質分が多く水はけが良い一方で、急傾斜の地形のために耕

作地の確保や土壌流出に対する管理には大変 

な苦労が伴い、こうしたなかで、人々はわず 

かでも耕作地を増やそうと、『耕して天まで 

いたる』がごとく、急坂でも切り拓き、石垣 

を幾段にも築いて段々畑を造成してきた。 

この畑を支える石垣が「ちぃじがき」であ 

る。 

                    

 『群馬歴史散歩』特集〔甘楽町平成１４年（２００２）〕によると「ちぃじがき」は、

鎌倉時代後半に始まったとされる。 

当初は、寺院や神社の境内の石垣、段々畑の最下部には「重箱積み」と呼ばれる古

■ちぃじがきの集落 

 

 

■ちぃじがきの畑 
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い形式の石垣が積まれていた。 

この石材は、雄川のいたるところに露出していた「三波川結晶片岩」と呼ばれる「板

石」であり、鎌倉時代中期頃により建立され始めた「板碑」（供養塔）と同じ石材であ

る。 

 しかしながら、初期には豊富にあった「板石」もしだいに無くなってくると、転石

を混ぜて利用した。その後、段々畑の上部は工夫を重ねた「綾積み」へと移行し「ち

ぃじがき」となっている。 

 

 

 

急傾斜の耕作地は、大雨が降れば畑 

の土も蒔いた種も流されてしまうよう 

な状況のうえ、肥料の運搬なども苦し 

い仕事となる。また、この集落では、 

歩いただけで土が落ちてしまうような 

急傾斜の耕作地を活かしていくため、 

「サカサッポリ（逆さ掘り）」と呼ば 

れる特有の耕作方法が発達してきた。 

これは、下方から上方に向かって掘りながら、土を掻き上げるようにして畑を耕すも

のである。特に水害による石垣の修復作業は、ちぃじがき集落の人々の生活に重くの

しかかり、段々畑の積み上げと修復は、農閑期の仕事となった。この石垣との闘いは

 

■急傾斜地の畑 

  

■ちぃじがきによる段々畑 
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「那須のちぃじがき積み」といわれるほどの専門技術を生み継承されている。 

 

 

ちぃじがき集落の南西端には標高１，３７０ｍの稲含山がそびえ、その麓には地区

の全世帯が氏子となっている鎮守「稲含神社」がある。ここでは、古くからの農耕神

事や祭礼が継承されている。 

 

稲含大明神御縁起[永正２年（１５０５）]によると、当社は、第２７代安閑天皇の

御代（西暦５３０年頃）の創建で、社殿は明治期に寄進されたものである。甘楽野を

一望のもとに望見する勇壮な稲含山とともに、人々を庇護してくれるものとして崇敬

されており、祭神は豊受姫之命である。 

命は印度国から日本へ渡り、この稲含の地で養蚕や稲作を広めたとされ、印度から

稲の種子を運ぶのに大変苦労し、種子をどこに隠しても見つかってしまうので口に含

んで持って来たことが“稲含”の由来である。養蚕と五穀の守神として、今も多くの

人が稲含山と稲含神社を参詣している。 

 

 稲含神社では、新年１月７日に「御筒粥の神事」（町重要無形民俗文化財）が行われ

る。起源については、明らかな記録はないが、昭和５４年（１９７９）刊行の『甘楽

町史』によると江戸期初期にはすでに行われていた。３３本の竹の筒をお粥の中に入

れ、粥が煮上がるまで神官が祝詞を上げ、筒に粥が満ちるか満ちないかによって一年

間の農作物の吉凶・照り・降り等を占う農耕神事である。その結果は、印刷されて全

氏子の家に配られる。 

  

   

 ■太々神楽 ■御筒粥神事 
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翌１月８日は「初八日」といわれ、一年の年の開く日として「太々神楽」を舞って

祝い、山の神を祀る。稲含太々神楽（町指定重要無形民俗文化財）の起源は、安政二

年（１８５５）に近隣との土地争いに勝訴した際に奉納されたものと昭和５４年（１

９７９）刊行の『甘楽町史』にも、記述されている。現在も毎年５月３日の山開きの

日には神社神楽殿で、翌４日には那須集落内で演舞奉納されている。 

 

 

ちぃじがき集落の暮らしに溶け込み、人々の心の拠り所となっているのが、鎮守「稲

含神社」の祭礼に五穀豊穣を祈念して奉納される「那須の獅子舞」である。 

 

我が国の獅子舞は、古く欽明天皇の頃に端を発し、奈良時代の第４３代元明天皇の

御代には日本各地から２０人の振付師が都に集まって獅子舞を振り付け、それぞれの

地区に持ち帰り祭礼に奉納すべく伝授した。 

その中の一人「田村市郎左衛門教重」が和銅元年（７０８）に当地に伝えたのが「那

須の獅子舞」の始まりであるといわれており稲含大明神御縁起[永正２年（１５０５）]

にも、その記述がされている。   

以来、この「那須の獅子舞」は、五穀豊穣・天下泰平・国家安全・家運隆昌・無病

息災・雨乞いを祈念し、悪魔・伝染病を追い払う守り神として、その徳を称えられな

がら継承されてきた。 

獅子舞の流派は、県下１８流派の諸流の祖をなすといわれる「稲荷流下り葉流」で

あり、伝承者田村市郎左衛門教重の子孫である田村姓の三家（「獅子御三家」）が世襲

により獅子の伝承・保存の役割を担っている。舞の形は、１８庭（演技数）ありこの

うち９庭は、子どもに関する舞となっている。 

ちぃじがき集落の子ども達は、満１０歳から舞を習い始めるしきたりがあり、地区

の一大行事である毎年１０月第一日曜日の「秋祭り」で初舞台を踏むために、古式ゆ

かしい獅子舞が子ども達に手ほどきされている。 

この稽古は、代理者（獅子舞の当番）、保存会や子どもたちが参加して年間約１５０

日行われており、獅子舞とともに稽古される笛の音色も田村宗家から広く集落に響き

渡る。 
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「秋祭り」で集落をあげて奉納される「獅子舞」の一行は、「おねり」と呼ばれてい

る。「おねり」は、“稲含神社に舞を奉納する組”と“集落内を巡行する組”とに分か

れて出発する。“巡行組”は、集落と個人とで代々信仰されている与一八幡3・若宮八

幡4・河振の天狗様5・稲含神社里宮6・天王様7・山の神8・金毘羅神社9・諏訪神社10の８

つの鎮守様を巡って舞を奉納した後、最後の諏訪神社で、“稲含神社に奉納した組”の

「おねり」と合流して、集落へと戻っていく。 

「おねり」の行列は、耕地や屋敷を支える「ちぃじがき」集落の中を練り歩き、住

民の生活と一体となって脈々と伝承されている。 

 

                                                   
3  那須与一は下野国住人那須太郎資高の十一番目の子で、十指に余り一番目なので与一

といった。兄の十郎為隆が甘楽郡野上（現富岡市野上）を領していたので兄を頼って野

上へ来てちぃいじがき集落に住んだ。弓の名手である与一が信仰した八幡であり集落の

人は与一八幡として信仰している。 
4  「八幡宮の新宮」であり応神天皇が祀られている、武家の守護神である。 
5  河振集落に住むとされる山神である天狗を祀っている。 
6  養蚕と五穀の守神である稲含神社の集落内にある里宮。 
7  ちぃいじがき集落では、「てんのうさま」と呼ばれ畏敬の念をもって祀られている地区

の鎮守様である。 
8  猟師、木こり、炭焼きなど集落の生業の仕事場である山を守護する神として祀ってい

る。２月８日及び１２月１２日には一升の餅を搗きお神酒とともにお供えをする。 
9  ちぃいじがき集落では、「こんぴらさま」と親しみをこめて呼ばれている地区の鎮守様

である。 
10  諏訪信仰の神社であり地区の鎮守様である。 

■「ちぃじがき」集落を巡行する獅子舞の一行「おねり」 
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厳しい自然環境を克服し農業を営むために古くから築かれた「ちぃじがき」と呼ば

れる石積みにより趣のある集落景観を成し、その地区の鎮守である「稲含神社」で行

われる農耕神事・祭礼や五穀豊穣を祈念して奉納される「那須の獅子舞」などの伝統

行事が地域の生活と一体をなして継承されている。 
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（５）瓦製造に関わる歴史的風致 

 「福島瓦」の生産が開始されたのは、昭和５４年（１９７９）刊行の『甘楽町史』に

よると、天保１１年（１８４０）に小幡藩の御抱えとなった瓦焼職人石川久太郎が、福

島笹森稲荷神社の北に瓦工場を築いたことが始まりである。 

 

 福島地区での窯業発展の歴史は、甘楽町に 

隣接する富岡町（現富岡市）での官営製糸工 

場建設と深く関わっている。 

 明治４年（１８７１）に始まった富岡製糸 

場建設について、その用材を周辺地域で調達 

する方針が打出された。 

 

製糸工場４棟分（総屋根坪数２９５０坪） 

の、瓦４０万枚・赤煉瓦１１７万丁という膨 

大な需要に応えるために、外国人技師から煉瓦生産法の指導を受けた職人が県内外から

この地域に集められ、和魂洋才の産物である製糸工場をわずか２年足らずで完成させた。 

 

  その後、職人の多くは帰郷したが、福島地 

 区では、職人に雇われた人たちにその技術が 

引き継がれた。 

折からの明治初頭の好況に支えられて、

「福島瓦」の生産は甘楽町の地場産業として 

の地位を確立して大きく発展した。 

  

 

 

高度成長期を経て、大量生産による均一な瓦の需要が高まると、「福島瓦」の瓦工場

も減少した。 

こうした中で３０～５０代の職人達の間に「地元の窯の火を消したくない」「葺き替

え等により伝統的な屋根仕事を継承し、新しくてみずみずしい日本の屋根を造る」とい

53 

■瓦の焼窯 

■瓦の乾燥   
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う気運が生まれ、伝統的な土の窯である 

「達磨窯」が建設された。 

 「達磨窯」は、横から見ると達磨が 

座禅をしているように見えることから 

名付けられた呼び名である。 

 

 

瓦製造業と係わりの深い祭りとして笹森稲荷神社の祭礼があげられる。笹森稲荷神社

は、『甘楽郡神社根元記』（年代不詳）によると天長２年（８２５）の創設といわれ、

現在の社殿は、明和７年（１７７０年）に再建されたものであり、福島地域の鎮守と古

くから信仰されており、毎年３月の第２日曜日には、笹森稲荷神社太々神楽が氏子によ

り奉納される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元和元年（１６１５）織田氏による小幡統治が始まり、藩主織田信良が初めて封地に

入る際、小幡に新たに陣屋を建築するまでの約２０年間、福島の地に在住していたが近

くに鎮座する笹森稲荷神社を鎮守として尊信するとともに、陣屋の無事完成を祈願し

太々神楽を奉納したのが始まりであり、織田氏から松平氏へと藩主は代わったが神楽奉

納は変わることなく続けられた。 

官営富岡製糸場建設に伴う瓦製造業の繁栄に支えられて、瓦製造職人が中心となり明

治１１年（１８７８）以降は、３月の初午の日（現在第２日曜日）を例祭と定め、これ

                

■笹森稲荷神社例大祭   ■笹森稲荷神社   

■達磨窯   
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を演納して今日に至っている。 

祭礼の前日この福島地区では、お囃子の流れに乗って２台の屋台が練り歩き、商売繁

盛、家内安全、子どもの無病息災などを祈念した“御稚児行列”が満６歳までの幼児に

よって行われている。 

この行列に、３回参加することがで

きると、その子どもの家庭には、幸福

が訪れるともいわれている。 

屋台でお囃子を奏でるのは、地区の

子ども達であり、指導に当たる祭組頭

達が年間を通じて練習を重ねたものを、

祭りの前１１日間で子ども達へ伝授す

る習わしとなっている。 

 

 

神社を囲む形で瓦製造業を営むものが多いこともあり、職人たちに火入れの儀式の神

としても崇められ「笹森稲荷神社」は、瓦製造業の隆盛とともに商売繁盛の神となった。

現在も屋根の葺き替えが寄進され瓦製造業の繁栄によって祭礼が盛大に執り行われて

いる。 

  

江戸末期より武家屋敷等の屋根葺きのために製造された瓦生産は、町の歴史を反映し

た産業であり、富岡製糸場建設を機に大きく発展しながら、今日まで甘楽町の経済を支

えてきた伝統的な産業である。特に、笹森稲荷神社の祭礼が執り行われることにより瓦

製造業の隆盛を感じさせることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■笹森稲荷神社 御稚児行列    
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（６）甘楽町の歴史的風致の維持向上に関する課題 

 

① 歴史的建造物に関する課題 

 甘楽町には、歴史的風致を形成する重要な要素である歴史的建造物が数多く残されて

いる。 

伝統的建造物群保存地区としての建造物の調査をしている地域もあるが、それ以外の

地域については調査が十分に行われていない。また、調査を行った地域においても、調

査後、時間が経過しているため、保存されている歴史的建造物がある一方、老朽化等の

理由により建て替えや取り壊しが進んでいる。このため、歴史的風致を構成する建造物

の分布やその建造物の価値が十分に明らかになっていない。また、甘楽町の歴史的風致

であり、住民の生活に限りない恵みをもたらしてくれる雄川堰は、モータリゼーション

の進展とともに暗渠化が進んだところなどがある。 

 

② 伝統文化・産業に関する課題 

 甘楽町には、藩政期以降、生活の中で培われてきた伝統行事や伝統産業などがある。

その一部は、文化財の指定を受けるなど保存が図られている。 

 しかし、「小幡八幡宮例大祭」などの地域住民によって支えられてきた伝統行事や伝

統芸能の中には、少子高齢化などにより次世代の担い手不足が深刻化しているものもあ

る。また、伝統産業である瓦製造業についても、消費者ニーズの多様化に伴う生産額の

低下や職人の高齢化による減員が進んでいる。 

  

③ 歴史的風致の周辺環境に関する課題 

甘楽町には、名勝楽山園を中心に雄川堰や歴史的な建造物である養蚕農家群など藩政

期の町並みや明治中期などの歴史的建造物が存在しており、これらを巡ることで当町の

歴史性を感じることができる。 

一方で、当町は藩政期からの道路形態をよく残しているが、歴史的建造物を繋ぐ回遊

ルートについては幹線道路をかねているため歩道幅員が十分に広くない。さらに、回遊

性を向上させるための案内板や解説板、便益施設等が不足しているという課題があるほ

か、歴史的風致を色濃く残す地区やその周辺において、電線類が景観の大きな阻害要素

となっている場所も見られる 
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旧城郭区域から距離を置く織田氏七代の墓などでは、竹林や樹木の繁茂により、周辺

環境が阻害されている状況も見受けられる。この織田氏七代の墓は、往時には菩提寺で

ある崇福寺の一大伽藍から渡り廊下で連絡されていたが、明治４年に見舞われた二度目

の火災により伽藍は焼失し、５代から７代の墓石も火勢で破損された状況である。近年

は、整備が立ち遅れている状況下ではあるが、名勝楽山園とともに織田氏に関わる歴史

的風致の探索を目的とした来訪者が増えており、墓所並びに周辺整備は、回遊性の向上

及び歴史的建造物の魅力を増進させるためにも不可欠なものとなっている。 

名勝楽山園や町屋地区の歴史的建造物周辺では、住宅地の拡大により周辺環境が変化

しており、群となっている文化財の集積された拠点地区においても、色彩や建築物の高

さを規制していない中で周辺に住宅や工場が拡大したため、歴史的風致や景観を損なっ

ている建造物がある。また、当町の重要な住民活動である祭礼や年中行事の拠点となり、

伝統芸能等の継承の場となる施設も老朽化が著しく、次世代の担い手不足も深刻化して

いる。 

さらに、まちなみの中に住民や来訪者が歴史的風致を感じながら休憩できる施設など

が十分に整備されておらず、加えて町内各所に設置されている案内板や説明板の統一性

がなく、一部老朽化したものも存在することから、小幡の魅力が「面」として感じにく

くなっている。 

 

 

 

 

   

 

  

■ 歴史的町並みの景観を阻害する 

電線類 

■建築規制をしていないため拾九間長屋 

(名勝楽山園内)北に建つ自動車修理工場 
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（７）総合計画等の状況及び関連性 

 甘楽町は、従前の第４次総合計画（「ＧＥＮＫＩプランかんら」）から引き続き、第５

次総合計画においても、伝統的建造物群保存地区の都市計画決定、景観行政の推進と文

化財や良好な景観の形成といった施策を順次実施する計画である。 

その推進等にあたっては、相互に関連する「都市計画マスタープラン」との整合を図

り、甘楽町固有の歴史的風致の維持及び向上を図るものとする。 

 

① 甘楽町第５次総合計画（ＫＡＮＲＡプラン・輝き） 

 平成２４年（２０１２）３月に策定した甘楽町第５次総合計画「ＫＡＮＲＡプラン・

輝き－キラッとかんら安心のまち－」において “小さな町でも光り輝き、町民が等し

く安心して暮らせるまちづくり” を本町まちづくりの基本理念としている。 

 基本施策として「地域性豊かで生きがいを持てる文化推進のまち」があり、「本町の

文化振興の積極的な推進」「楽山園と周辺地区の景観整備による資源の積極的な活用」

「町の財産である文化財の保存・継承・整備」に努めることを定めている。 

このように、「甘楽町第５次総合計画」の文化推進の具現化のため「甘楽町歴史的風

致維持向上計画」により、必要な施策を展開する。 

 

  本計画の期間は以下のとおりである。 

   基 準 年 次  平成２２年（２０１０） 

   計画初年次  平成２４年（２０１２） 

   目 標 年 次  平成３３年（２０２１） 
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甘楽町第５次総合計画（「ＫＡＮＲＡプラン・輝き」） 

基本構想および基本計画の全体構成 
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② 都市計画マスタープラン 

 甘楽町では、町域の約半分の面積である２，９５８ｈａを都市計画法に基づく都市計

画区域に定めている。 

平成２１年（２００９）３月に甘楽町都市計画マスタープランを策定し、都市づくり

の目標として、歴史、文化を生かした交流都市を掲げ、城下町の面影を残す小幡の家並

や多くの歴史的文化資源を良好に保全・継承を図ることとしている。  

景観形成に関わる都市計画の方針として、小幡地区を歴史的風致の維持向上を図る区

域としている。特に歴史的建造物の集積する地区においては、伝統的建造物群保存地区

の都市計画決定や都市計画道路の見直し等について推進し、歴史的景観を活かした景観

形成を位置づけている。 

都市づくりの目標 

１ 自然を生かした元気な都市づくり 

２ 歴史文化を生かした交流都市 

３ すべての人が等しく安全に暮らせる都市づくり 

４ 協働により誇りと愛着を持ってすみ続けられる都市づくり 

５ 賑わいのある都市づくり 

 

 ③景観計画 

 平成元年（１９８９）９月に「甘楽町ふるさと景観をまもり、そだて、つくる条例」

を制定し都市景観の形成につとめてきた。また、平成２２年（２０１０）９月には景観

行政団体に移行し、平成２３年（２０１１）３月に甘楽町景観計画を策定し、町内全域

を景観法に基づく景観計画区域に定めている。 

本景観計画で設定した「五感で感じるまちの歴史・文化的佇まいを大切にする」とい

う基本姿勢のもと景観行政を取り組んでいる。 

    景観形成の基本方針 

 １ 上毛三山や浅間山、名勝楽山園の借景となっている山並み等への眺望を守る 

 ２ 山林や段丘崖の緑、河川の自然を大切にする 

 ３ 段丘上に広がる伸びやかでまとまりある農地景観を守る 

 ４ 町の成り立ちや地域の記憶を表す歴史的・文化的な町並み・集落景観を守る 

  ５ 雄川堰の水路ネットワークを活かす 

  ６ まちのイメージを大きく規定する駅前や主要道路沿いの良好な景観を形成する 

 今後は、景観法に基づく甘楽町景観条例の制定に取り組むものとする。 
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（８）甘楽町の歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針 

 甘楽町では、名勝楽山園などをを中心に歴史的建造物や人々により営まれてきた伝統

行事・伝統産業などの歴史的資源がいくつもの世代にわたり育まれてきた。 

 今後も、これら先人から受け継いだ歴史的・文化的資産の保全に努めるとともに、積

極的な活用を図り、住民が誇りにできるまち、また、来訪者にとっても魅力あるまちに

するため、歴史的風致を後世に継承するまちづくりを進めることとし、歴史的風致の維

持及び向上に関する基本方針を以下のとおり定める。 

 

① 歴史的建造物の保存・活用の推進 

 既に文化財に指定又は登録されている建造物については、引き続き文化財保護法、群

馬県文化財保護条例、甘楽町文化財保護条例に基づき適切に保存と活用を図る。 

 その他歴史的価値の高い建造物については、学術的な調査を進め分布や建造物の価値

を明らかにする。また、国指定以外の歴史的建造物は、所有者の維持費負担の問題等に

より老朽化や消失が進んでいる状況にあることから、歴史的、文化的価値が高く当町の

歴史的風致を形成していると認められる建造物については、町の文化財に指定し必要な

措置を行う。 

 

② 地域に根づいた伝統的な人々の活動への支援 

 当町の重要な住民活動である祭礼や年中行事に対しての支援策を検討していくのも

とする。また、地場産業の中心となっている瓦製造業については、後継者の育成に努め

るとともに、販路の拡大やその技術を活かした商品の開発などを促す環境整備を図る。 

その他の伝統芸能については、保存団体に対する用具修理の助成等、継承のための施

設等の充実を図る措置を行うとともに記録保存に努める。 

 

③ 歴史的風致の周辺環境の整備の促進 

歴史的風致を色濃く残す地区やその周辺においては、良好な環境の保全と活用を図

るため、歴史性に十分配慮した街路整備、電線類の移設、雄川堰の開渠化、公園整備及

び便益施設等の施設整備を実施し、歴史的資源を繋ぐネットワークの形成に努めるとと

もに、歴史的景観の阻害要因となる建築物や広告物等に対して適切な規制誘導等を行い、

回遊性、利便性、景観等の向上を目的とした周辺環境整備を推進する。 
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さらに、歴史的風致を形成する建造物をつなぐ回遊ルート上の案内板・説明板の充

実を図り、本町の歴史的景観に配慮したものとするとともに休憩・交流スペースを設け

るなど、来訪者や住民に分かりやすく散策できる環境の整備を進め、回遊性の向上に努

めるものとする。 

（９） 計画策定後の推進体制 

 歴史的風致維持向上計画推進会議及び歴史的風致維持向上計画推進プロジェクトチ

ームと各事業者（県、町、民間事業者等）との連携を図りながら適切に計画を推進する

ものとする。 

 また、計画掲載事業の進捗状況の確認、評価を行い、定期的に甘楽町歴史的風致維持

向上計画推進協議会、甘楽町文化財調査委員会に対する報告、意見の聴取等を実施する

ことで計画の実効性を高めるとともに、必要に応じて計画の変更を行うものとする。 

 

① 文化財等の所有者又は管理者等及び住民の役割 

 歴史的風致の維持及び向上に関して、文化財等の所有者又は管理者等は、自らが所有

する文化財等が、当町の歴史的風致を構成する重要な要因であることを認識し、その適

切な保存及び管理並びに維持に努めるとともに、意識啓発のため一般公開等の積極的な

活用に努める。 

また、住民自らがＮＰＯや歴史的風致の維持及び向上を図る関係各種団体などが実施

する様々な活動に積極的、主体的に参加することに努めるとともに、甘楽町の歴史的風

致について深く理解し、その維持及び向上のための施策展開への理解、協力に努める。 

 

 ② 甘楽町の役割 

 甘楽町の歴史的風致の維持及び向上を図るため、歴史遺産を核としたまちづくりを念

頭に、それぞれの資産の歴史的特性に基づく復元整備、まちなみや沿道の修景事業等を

推進するとともに伝統技術や伝統芸能等を継承・振興させるため、後継者の育成事業等

を実施・支援することにより歴史的風致の維持及び向上に努める。 

 施策の実施や評価の段階において、情報の提供及び公開を促進し、住民や事業者等と

情報を共有し、様々なニーズの把握に努める。また、歴史的風致の維持及び向上に関し

て、庁内組織での連携はもとより多くの住民や民間事業者等の参画を促しその活動を積

極的に行う人材の育成に努める。さらに、歴史的風致の維持及び向上に関して、各種啓
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発事業を積極的に展開しながら、歴史文化アイディンティティの醸成に努め、住民・事

業者等と行政の協働により歴史的風致の維持及び向上を実現する。 

 

 

 

 

歴史的風致維持向上計画推進・実施体制図 

 

            

 

 

  

 

 

                     

     
歴史的風致維持 
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歴史的風致維持向上計画 

推進プロジェクトチーム 

・進捗状況の確認・評価 

【企画課・建設課】 

 ・景観計画 

【社会教育課】  

 ・文化財の保存・活用 

・歴史的風致形成建造物 

 

甘楽町歴史的風致維持 

向上計画推進協議会 

甘楽町文化財調査委員会 

 

報告・提案  

意 見 

連携 

各 事 業 者 

（群馬県・甘楽町・民間事業者等） 

 

掲 載 事 業 の 実 施 

甘楽町歴史的風致維持 

向上計画策定委員会 
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甘楽町の庁内推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

    文化財保護担当 

    社会教育担当 

    歴史民俗資料館担当 

教育委員会 

教育長 

社会教育課（主務担当課）    

町 長 

副町長 

総務課 
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連 携 

産業課 

 

 

 

 

 

 

 

    防災・危機管理担当 

交通安全対策担当 

 

 

まちづくり担当 

財政担当 

総合計画推進担当 

 

 

道路・河川担当 

交通対策担当 

農業用水担当 

都市計画担当 

 

 

商工観光担当 

町長部局 
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３．重点区域の位置及び区域 

 

（１）区域設定の考え方 

本計画における重点区域については、当町が歴史的風致を活かして行ってきたこれま

での取組みを踏まえ、歴史的風致の維持及び向上を図るための施策を重点的かつ一体的

に推進し、さらに発展または強化させる必要がある区域であり、国指定文化財及びその

他文化財などの歴史的建造物が集積し、かつ、そこで繰り広げられる人々の伝統的な活

動が現在も展開され、それらが一体となって、甘楽町の風情・情緒が醸し出されている

良好な市街地を形成している地域を基本とする。 

当町は、大きな自然災害などにあうことがなかったため、現在の市街地は藩政時代の

町割りとほぼ重なり、城下町としての雰囲気が色濃く残っている。このように、小幡藩

の城下町を礎に当町の政治・経済・文化の中心として発展してきた当町の歴史的風致は、 

藩邸の一部である名勝楽山園を中心とした城下町において築かれてきた武家屋敷や養

蚕農家群、城下町を網目状に北流する雄川堰、煉瓦づくりの旧甘楽社小幡組倉庫など、

それぞれの時代を物語る建造物、現代に受け継がれている「小幡八幡宮例大祭」などの

祭礼及び「こんにゃく芋の栽培」などの伝統的な生産が創り出す光景に代表される。 

これら歴史的風致が調和した城下町としての佇まいを残していくため、これまで文化

財保護法や都市計画法などに基づき各種措置を講じてきたが、歴史的建造物の減少、祭

礼や伝統産業などの後継者不足、歴史的建造物の周辺環境の景観が電線類等により阻害

され、甘楽町固有の歴史的風致が失われつつある現状である。 

これらのことから、地域における文化財や伝統的な人々の営みの場となり、また、そ

れを色濃く残している名勝楽山園がある武家屋敷地区、藩政時代の歴史的な建造物や明

治中期に建築された養蚕農家建造物群が遺存する町屋地区である「小幡城下町地区」を

重点区域に設定し、歴史的風致の維持及び向上を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 



 68 
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（２）重点区域の範囲、名称及び面積等 

 

①  小幡城下町地区（２０７ｈａ） 

国指定名勝「楽山園」を中心とした武家屋敷地区、藩政時代の町割りがほぼそのまま

残された町屋地区、雄川堰が流れる城下町の範囲を基本とした「小幡城下町」の区域を

重点区域とする。 

この区域は、都市計画法に基づく甘楽町都市計画マスタープランにおいて将来都市構

造における歴史拠点として位置づけている。 

国指定文化財である名勝「楽山園」と一体となって形成された武家屋敷や、一級河川

雄川から灌漑・生活用水として水を引いた、なりわいに溶け込む雄川堰を中心として網

目状に張り巡らされた小堰などにより区割りされた城下町が残され、分り易く配置され

ており、歴史的建造物や町並みが数多く伝存している地域を含んでいる。 

しかも、町指定重要文化財「小幡八幡宮」の例大祭の巡行ルート、神社や市街地を舞

台として演じられる大下町の「神楽獅子舞」、など、人々の営みの拠点が含まれている

ほか、甘楽町の歴史的風致に関連の深い歴史的建造物が集中的に存在している。 

明治中期に建造された歴史的な建造物である養蚕農家群、製糸が盛んであったことを

偲ばせる旧甘楽社小幡組倉庫など時代を超えた建物が存在感を示しながら、融合し歴史

的な景観を醸し出している地区である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 具体的には、区域設定の考え方で示した国指定名勝「楽山園」を中心として藩政時代

に形成された城下町、小幡のまちうちを北流する「雄川堰」、名勝「楽山園」の借景の

範囲を基本とする。なお、藩政時代の陣屋の範囲を示す絵図は複数残されているが、歴

   

■養蚕農家群 ■小幡八幡宮例大祭 ■名勝楽山園 
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史的風致の名残をとどめている範囲に対応している明和４年（１７６７）「上州甘楽郡

小幡御陳屋御引渡絵図」をにおける小幡陣屋の範囲を用い、その他、文化財の分布の状

況、歴史的風致の維持及び向上に関するこれまでの取組みを考慮し、区域を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 重点区域の境界について 

 重点区域の範囲の境界は、景観計画等に取り組む上で、まちの連続性や一体性を軸に、

道路、河川、公園、堰、字界など住民にわかりやすいように設定する。 

 

■ 上州甘楽郡小幡陳屋御引渡絵図写の地目 
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 具体的には、以下の景観の連続性が認められる、堰、河川、上信越自動車道、県道、

町道、公園に囲まれた範囲とした。 

（ア） 上信越自動車道を境界とした範囲 

（イ） 文化財包蔵地である長畝砦の範囲 

（ウ） 小幡八幡宮の境内地内である八幡山公園 

（エ） 城の東の守りとして建立された赤城神社の敷地 

（オ）織田氏七代の墓のある崇福寺敷地 

（カ）県道富岡神流線から雄川堰取水口及び雄川 

（キ）名勝楽山園の借景である連石山及び紅葉山の範囲 

（ク）一級河川雄川と甘楽総合公園の範囲 

 

イ 区域内の重要文化財の分布 

 重点区域内の重要文化財の分布は以下のとおりであるが、今後の計画として、町屋地

区の伝統的建造物群保存地区の指定を検討しており、当重点区域の全体を重要文化的景

観とするための準備を行うものとする。 

 

重点区域内の国指定文化財一覧 

分 野 指 定 名 称 時 代 所 有 者 

名 勝 名勝 楽山園 江戸時代 甘楽町 

国登録有 

形文化財 

茂原家住宅（主屋、米蔵、隠居蔵、 

西蔵） 
江戸時代 個人 

 

ウ 区域内の周辺文化財などの分布 

当該区域内の文化財については、国の指定文化財の他にも文化財保護法に基づいて県

や町の文化財指定を行って保存と活用につとめている。 

今回の区域内に、県指定文化財１件、町指定文化財２６件が該当し、２７件は、いず

れも城下町にあり、江戸時代の城下の歴史の面影を今に伝えている。 

その他甘楽町景観条例により、景観重要建造物と景観重要樹木を順次表彰している。 
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           重点区域内の県・町指定文化財一覧 

指 定 名 称 時 代 所有者・管理者 

旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷（県指定） 江戸時代 個人 

織田氏家臣録 江戸時代 個人 

小幡山崇福寺の下馬の碑 江戸時代 崇福寺 

宝泉寺の薬師様 
南北朝～ 

室町時代 
宝泉寺 

城町下薬師堂の石仏 室町時代 小幡城町 

旧甘楽社小幡組製糸レンガ造り倉庫 大正時代 町 

円空の木彫仏像（３体） 江戸時代 小幡八幡宮 

高橋家近世文書 江戸時代 個人 

小幡氏紋付赤備え具足 室町時代 町 

小幡八幡宮拝殿の天井画 江戸時代 小幡八幡宮 

小幡八幡宮の神楽獅子舞 江戸時代 小幡八幡宮 

小幡八幡宮の屋台・飾り人形及び屋台ばやし 江戸時代 小幡八幡宮 

織田氏七代の墓 江戸時代 崇福寺 

楽山園のウメ 江戸時代 町 

高橋家のムクロジと御殿ザクラ 江戸時代 個人 

松浦家近世文書 江戸時代 個人 

雄川堰（小堰・石橋含む） ～江戸時代 町 

吹上の石樋及び石樋記（石碑） 江戸時代 町 

崇福寺石造聖観音坐像 年代不詳 崇福寺 

中小路の石垣（柴田家） 江戸時代 個人 

中小路の石垣（高橋家） 江戸時代 個人 

中小路の石垣（山田家） 江戸時代 個人 

御殿前通りの石垣（山田家） 江戸時代 個人 

山田家の喰い違い郭 江戸時代 個人 

織田信雄（自筆）書状 桃山時代 町 

高橋家の庭園 江戸時代 個人 

大奥の庭園 江戸時代 個人 
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重点区域内の国・県・町指定文化財 

・崇福寺の石造聖観音坐像 

・宝泉寺の薬師様 

・城下町薬師堂の石仏 

・名勝「楽山園」 

・楽山園のウメ 

・吹上の石樋及び石樋記（石碑） 

・雄川堰（小堰・石橋含む） 

・織田氏家臣録 

・旧小幡藩武家屋敷松浦氏家屋敷 

(県指定史跡) 

・松浦家近世文書 

・小幡山崇福寺の下馬の碑 

・織田氏七代の墓 

・茂原家住宅(国登録有形文化財) 

・高橋家のムクロジと 

御殿ザクラ 

・高橋家近代文書 

・高橋家の庭園 

 

・山田家の喰い違い郭 

・御殿前通りの石垣（山田家） 

・大奥の庭園 

・中小路の石垣 

（柴田家、高橋家、山田家） 

 

・小幡八幡宮拝殿の天井画 

・小幡八幡宮の神楽獅子舞 

・小幡八幡宮の屋台・飾り

人形及び屋台ばやし 

・旧甘楽社小幡組製糸 

レンガ造り倉庫 

・円空の木彫仏像(3)体 

・小幡氏紋付赤備え具足 

・織田信雄（直筆）書状 
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（３）重点区域の歴史的風致の維持及び向上の効果 

藩政時代の町割りが、ほぼそのまま残されている重点区域「小幡城下町地区」では、

当時の町割りを活用してその時代に要求された建物が建てられてきた。その結果、この

区域には、人々に親しまれてきたそれぞれの時代を物語る建物がいくつもに重なり存在

し、歴史的な建造物と一体となった祭礼や伝統的な産業が継承されている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

藩政時代の城下の趣、明治中期に建造された養蚕農家群などが歴史的な雰囲気を醸し

出しており、これら時代を超えた建物が存在感を示しつつ景観が融合している。また「小

幡城下町地区」は、甘楽町の経済文化活動の中心であり、現在も、当町の総合計画、都

市計画マスタープランなどまちづくり関連計画では重要な役割を担っており、甘楽町の

風情、経済、文化及び観光の発信地となっている。 

今後も、小幡城下町地区においては、歴史的な建造物の保全・活用や建造物周辺の景

観的整備等を重点的かつ一体的に進めることにより、歴史的風致の維持向上が図られ、

当町での伝統文化の振興につながることが期待されている。また、この区域の歴史的風

致が向上することは、甘楽町を訪れる人に魅力的な資源を提供することとなり交流人口

の増加が期待できる。このようなことから、その周辺環境の整備が進められ、甘楽町全

体の個性や魅力が向上し、甘楽町の歴史や伝統が広く住民に再認識されるとともに、生

活に溶け込んでいくものとなる。また、伝統祭事や伝統的産業の個性や魅力を高めるた

めの環境整備の進展や活動機会の増大を通じた活性化も期待され、町域におけるそれら

の保存・継承・発展が大いに期待できる。 

 これらのことは、甘楽町全体の個性と魅力を高める上で重要な施策のひとつでもあり、

町が進めている交流人口の増大はもちろん、町の歴史的風致を活かしたまちづくりを大

きく進展させることができる。 

  

■養蚕農家群 ■武家屋敷群 
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（４）良好な景観の形成に関する施策との連携 

 

① 重点区域における都市計画との連携 

 

ア 都市計画の活用 

甘楽町は、町域約５，８５７ｈａのうち、約５１％に当たる２，９５８ｈａを「甘楽

都市計画区域」とし、重点区域は全て都市計画区域内となっている。区域区分の制度は

導入しておらず、未線引きである。 

用途地域は、町全体で２２５ｈａ指定し、用途地域内の第一種低層住居専用地域にの

み絶対高さ制限１０ｍを指定している。重点区域内は、７８．９ｈａが用途地域となっ

ている。 

当該重点区域は、昭和５５年から都市計画区域として指定されており、昭和６０年（１

９８５）１０月には中心部を住居系の用途地域として決定している。 

昭和５０年代に古い町並みを中心に地域住民による「町並み保存」運動がおこり、住

民先行の形で町並み保存事業が進められていたが、その後、住民と行政が共同して町並

み保存運動をすることとなった。 

平成元年（１９８９）には、「甘楽町ふるさと景観を守り、そだて、つくる条例」を制

定し、歴史と伝統の特色を活かした景観保存を住民とともに推進してきた。 

今後は、歴史的景観の保全のために、建築物の高さ規制が必要と認められる場合は、

高度地区等の指定を検討するものとする。 
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イ 重点区域における伝統的建造物群保存地区 

 甘楽町では、重点地区内の町屋地区の養蚕農家群を中心に、昭和５７年（１９８２）

に伝統的建造物群保存調査を実施している。 

 伝統的建造物群とは、文化財保護法第２条第１項第６号に「周囲の環境と一体をなし

て歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの」と定義され、当該調

査は、伝統的建造物群の保存状況等調査及びこれに基づく保存対策に係る調査である。 

 また、「伝統的建造物群保存地区」は、同法第１４２条の規定により、伝統的建造物群

及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町村が定める

地区である。 

 同調査事業により、小幡地区を中心とした区域に伝統的建造物群保存地区を設定して

保存する価値があることが判明している。 

 今後は、時間的な経過も考慮し再度小幡地区の伝統的建造物群の調査を行い、伝統的

建造物群保存地区内居住者、土地所有者、伝統的建造物概観現地調査を行うとともに、

制度導入のための庁内打ち合わせ会議、条例の制定、審議会の発足を計画中である。 

 同時に、該当する地区への説明会を開催し、伝統的建造物群保存地区制度導入に向け

た経過と保存地区案について、地域住民の同意形成が図られるよう下地作りを行ってい

る。 

  

② 景観計画（平成２３年３月策定）の活用 

 当町は、自然環境に恵まれ、果てしない歴史の中で織り上げられた文化の香る町であ

る。平成元年（１９８９）９月に「甘楽町ふるさと景観をまもり、そだて、つくる条例」

を制定し都市景観の形成につとめている。 

 また、平成２２年９月（２０１１）には景観行政団体に移行した。また、平成２３年

３月（２０１２）には景観法に基づく景観計画を策定した。この中でも、これまでの景

観に関する取組みを踏まえ、農地部局や文化財担当部局と連携し歴史的風致の維持及び

向上に資する施策を講じた。 

 景観計画では、歴史まちづくり法に基づく本計画における重点区域を「景観形成重点

地区候補」として位置づけた。また、景観計画区域の中で、特定の場所（視点場）から

の優れた眺望景観の保全・形成を図る必要がある区域では、建築物の高さ等の基準を定

める眺望景観地区を定めた。具体的には、重点区域「小幡城下町地区」の中にある国指
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定名勝楽山園は、当町を代表する眺望景観の対象であり、眺望景観の保全につとめるよ

う定めた。 

 

③ 屋外広告物の規制 

 重点区域の屋外広告物については、群馬県屋外広告物条例に基づき、群馬県によって

屋外広告物による事務事業全般が行われており、町道沿線にはほとんど見受けられない

ものの、主要地方道１路線にいくつかの屋外広告物が見られ、歴史的風致の周辺環境の

悪化が懸念される。 

今後は、平成２３年（２０１１）に策定した景観法に基づく景観計画と連携し、早急

に県の権限委譲を受け甘楽町の屋外広告物条例を制定し重点区域を中心とした地域の歴

史的景観の保全に努めるものとする。 
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４．歴史的風致の維持及び向上に必要な事項 

 

イ．文化財の保存及び活用に関する事項 

 

（１）町域全域に関する事項 

 

① 文化財の保存・活用の現状と今後の方針 

 町内全域における文化財の状況の把握は１．（３）及び参考資料に示したとおりであり、

それぞれ保存・活用が図られている。 

保存管理計画は、国指定名勝「楽山園」について策定されているが、それ以外の文化

財では策定されていない。 

今後、適切な保存管理を行う上でも必要なことから、可能な限り計画を作成すること

とし、それまでは、文化財保護法・群馬県文化財保護条例・甘楽町文化財保護条例など

の法令等に基づき、所有者・管理者等に適正な保存・活用が図られるよう指導・助言を

行うものとする。また、個別の文化財についても、不断に調査・研究を行い、新たな価

値付けを行った上で住民へと情報発信し、文化財への関心を高めるよう努める。 

未指定の文化財については、分野別に調査・研究を行って実態の把握に努めるととも

に、調査・研究によって得られた知見に基づいた価値付けを行い、町指定の文化財とし

て指定する方針をたてるものとする。 

無形文化財、無形民俗文化財については、価値が高く保存伝承活動を行っているもの

を町指定としている。各保存団体とも継承のため人材育成を行っているが、少子高齢化

等により、継承者の確保が課題となっている。このため、伝承文化の継承や再興につい

てのプログラムを実施し、現在継承されている小幡八幡宮例大祭の神楽唄の継承に努め

る。また、継承者のない民俗文化財や無形文化財の価値を明らかにし、継承者の確保を

図るとともに、支援者の発掘に努める。 

文化財とは、地域の歴史や文化を凝縮した存在であり、地域の自己認識の核でもある

と考えられるが、その保存と活用は、甘楽町「らしさ」を後世へ継承していくためのも

のであることが必要である。そのためにも、文化財の持つ真実の価値を損なうことなく、

新たな機能や用途を付加するとともに、案内板や解説板を計画的に設置していくなど情

報発信を行い、文化財への関心や、それを生んだ地域への誇りを醸成していくことを目
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指すものとする。 

 

② 文化財の修理（整備）に関する方針 

 修理・修復が必要と認められた場合は、速やかに修理・修復を行うものとする。 

 所有者や管理者等が実施する修理・修復については、文化財の種類に応じ、法令に即

した適切な手続きを行うとともに関係機関と連携する。その他の文化財についても必要

に応じ専門家による意見聴取や関係機関と連携し町として技術的指導を行う。また、大

規模な修理については、町の各種支援措置を講じる。復原にあたっては、甘楽町文化財

調査委員会に外部の有識者を加えた組織に諮問を行い、史実に基づいた復原を行うこと

とする。 

 これらの文化財に関わる技術者については、群馬県教育委員会文化財保護課の指導・

助言を仰ぎ、「社団法人群馬県建築士事務所協会富岡支部」などより、文化財技術者の協

力を受け実施する。 

 

③ 文化財の保存・活用を行うための施設に関する方針 

 文化財は、当町の歴史や文化を正しく理解するために必要なものであるとともに、地

域の歴史や文化を発信するための貴重な資源である。このため、文化財を適切に保存し

つつ、活用を図ることは重要なことであるため、積極的に推進する。 

甘楽町の文化財を展示する施設については、甘楽町歴史民俗資料館、甘楽古代館があ

るが、民俗資料館は町指定重要文化財であり館内展示施設は老朽化しており、また古代

館については施設位置等において課題がある。そのため、新たな展示施設を名勝楽山園

周辺に建設する予定である。案内板などの設置を行い文化財の展示施設の機能を充実さ

せ、より良い環境での保存・活用を図る。 

 

④ 文化財の周辺環境の保全に関する方針 

 文化財は、それが置かれた環境の中で、人々の営みと関わりながら生まれたものであ

る。したがって文化財は、周辺の環境を排除した形ではその意義をなさないと言っても

過言ではない。文化財に即した周辺環境の整備を図るものとする。 

 当町では、平成元年度に景観に関する自主条例「甘楽町ふるさと景観をまもり、そだ

て、つくる条例」を制定し、良好な都市景観の形成に取り組んできている。 
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 今後も、こうした景観行政やまちづくり行政と文化財行政がより緊密に連携して、文

化財の周辺環境の保全を図るものとする。また、来訪者の増も加味した施設の充実を図

り、外観については周辺環境や歴史的背景に配慮した建築物とする。 

文化財を案内する案内施設についても周辺環境に配慮し、振興課・教育課で設置してい

たものについては、各課の意匠を統一し適正な場所への再配置を検討して行う。駐車場

の配置については、訪問者車両を重点区域内での通過交通の減少を目指し、緩衝地帯を

計画的に配置する。 

 

⑤ 文化財の防災に関する方針 

 甘楽町防災計画や総合計画を基本に、防災体制を整えるものとする。また、木造の歴

史的建造物が多く、昼間は女性や高齢者のみの家庭が多いことから、初期消火のための

簡単に操作できる公設消火栓や放水銃等を計画的に設置するとともに、使用方法の訓練

を適宜実施することとする。同時に、地震時の対応のため現在設置されている防火貯水

槽に代わり、耐震型防火貯水槽の設置をすすめることとする。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■防火パレードをする地元小学校 

 

また、消防担当課、文化財保護担当課と地域の消防団及び地域住民の連携により、文

化財防火デーや必要な時期において、文化財の消防訓練の実施、予防消防の拡充を実施

する。 

盗難、毀損等の人的な災害に備えるため、担当課署は歴史的建造物のパトロールを随
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時行う。 

 

甘楽町の消防体制 

名   称 概             要 

甘楽町消防本部 

 

甘楽町全体の消防分団を統括する組織。団長、副団長、分団長、

副分団長、本部員で組織される。 

甘楽町消防分団 

 

 

地区ごとに置かれる消防組織。分団長、副分団長、部長、班長、

団員で組織される。予め受持ち区域が決まっており、必要な場

合は消防本部より応援の要請が出される。（分団数４） 

消防団援助隊 

自衛消防援助隊 

各地区で独自に消防団援助隊を組織している。主に初期消火、 

消防団の後方支援に当たる。援助隊数２、自衛消防援助隊６ 

富岡消防署 

 

 

富岡甘楽広域市町村事務組合（甘楽町･富岡市･下仁田町･南牧

村）で運営するし甘楽町には、富岡消防署甘楽分署が設置され

ている。 

町役場担当課 総務課 担当職員４名 

 

⑥ 埋蔵文化財の取扱に関する方針 

 甘楽町内における周知の埋蔵文化財包蔵地は、６５遺跡であり、重点区域では６遺跡

指定されている。発掘調査を行っているものは、国指定文化財名勝楽山園のみである。 

今後は、「文化財の保存・活用の現状と今後の具体的な計画」にあるとおり、埋蔵文化

財及び古文書等の文献史料の全数調査を把握するための調査を実施し（Ｐ２５参照）、近

世における町の構造や空間利用について、文献史料及び絵画資料による検討や、現地踏

査、試掘、確認調査を実施し、必要なものについては周知の埋蔵文化財包蔵地として取

り扱うものとする。また、試掘・確認調査で確認された保存状態に基づき、群馬県教育

委員会文化財保護課の指導・助言を仰ぎ適切な調査を実施する。 

 

⑦ 文化財の保存・活用に係る町の教育委員会の体制 

 甘楽町には、多くの文化財が良好な形で残っている。これらは、地域に生きた人々に

よって大切に育み守られてきた貴重な歴史遺産である。 

これらの歴史遺産を、甘楽町の財産として、今後も良好に保全・活用し継承していく
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ための保存整備活動を行うことにより、町全体の活性化と住民の日常生活に豊かさや安

らぎがもたらされると考えている。 

町教育委員会の教育課は、教育課長、同補佐の下に、文化財保護係、甘楽町出土文化

財管理センター、かんら古代館、甘楽町歴史民俗資料館で構成されている。 

甘楽町文化財保護条例に定める甘楽町文化財調査委員会の委員数は４名であり専門分

野は、石造物等、伝承・風俗等、石質・地質等、習俗・地名等であり、今回の計画につ

いても文化財保護の視点から指導と助言を得ている。 

 

⑧ 文化財の保存・活用に関っている住民、ＮＰＯ等各種団体の状況及び今後の

体制整備の方針 

史跡の清掃など文化財の保存に関わる住民の活動は、行政区（自治会）を主体として

定期的に行われている。 

今後、拝観客等の案内には、住民による「解説ボランティア」や文化財のパトロール

を実施する「パトロールボランティア」などを検討している。 

「地域の文化財は、地域住民が守る」ことは、文化財保護や愛護精神の高揚に結びつ

くものであり更なる組織化に努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 文化財の普及・啓発に関する方針 

 現在、ほとんどの指定文化財には、広く文化財に対する理解を得るため説明板を設置

している。 また、『甘楽町の文化財』などの啓発的な冊子を頒布して住民への周知を図

っている。名勝楽山園などは、発掘現場を住民に公開して、その成果を積極的に発信し

ている。一般公開されていない指定文化財は、所有者と協議し、期間限定で公開するな

     

■文化財清掃ボランティア 
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どの従来行っていなかった方法を模索し活用を進めている。 

 

 

 また、無形民俗文化財などの地域に密着して伝承されてきた文化財が、現在の社会状

況の急速な変化で断絶の危機に瀕している。従来から民俗芸能の保存団体に用具修理や

後継者育成事業など伝承活動への財政的な支援を行ってきたが、今後は、民俗芸能を積

極的に公開、情報発信する場を設けるための支援を行う。多くの住民の目に触れること

で、その価値を普及し、保存団体には自分たちの地域で伝えてきた民俗芸能に対する誇

りを喚起してもらい、また、後継者の確保と支援者の拡大に努める。 

■楽山園伝統的復元工法見学会 
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（２）重点区域に関する事項 

 

① 文化財の保存・活用の現状と今後の具体的な計画 

 小幡地区伝統的建造物群保存地区として予定している地区については、今後保存計画

に定める。 

 国指定名勝「楽山園」・国登録有形文化財茂原家住宅の２件については、個別に保存整

備計画等に定められている。 

 甘楽町歴史的風致維持向上計画の計画期間中は、重点区域の中核に位置することから、

これらの３件については、保存と管理を図り、保存のための修理事業等を積極的に実施

する。また、文化財の保存・活用を行う際に、現状変更等を必要とするものについては、

文化庁長官並びに県及び町の教育委員会の許可を得る等の手続を踏まえ、行政機関や検

討委員会等の関係機関等との連携を図り、保存整備計画等に基づき適切に実施するもの

とする。 

【名勝 楽山園】 

「名勝楽山園環境整備基本設計書」（平成１３年（２００１）３月）を策定し、庭園部・

藩邸部おのおのの整備基本方針を定めて整備実施中である。 

 甘楽町が管理団体になって整備と公有地化を実施している。当該保存管理計画では、

庭園部・藩邸部に分けられているが一体となった対応を定めている。 

 今後、甘楽町歴史的風致維持向上計画の実施期間中には、重点区域の中核に位置する

ことになるため、現状変更の指針を堅持して名勝の保存と管理を図る一方で、維持向上

計画を促進するための保存修理事業などを積極的に実施していく予定である。 

【国登録有形文化財茂原家住宅】 

 保存整備計画等に基づき、現状変更の指針を堅持して文化財の保存・活用を図り、今

後は、建造物の保存カルテ等により、発掘調査、史料文献調査等詳細な調査を今後行う。

また、維持向上計画を促進するため保存修理事業などを積極的に実施していく予定であ

る。 

【小幡地区伝統的建造物群保存地区（予定）】 

 小幡地区の伝統的建造物群保存地区については、早急に伝統的建造物群調査を行い、

作成される保存計画に基づき、各種事業を導入し、計画的に保存を進めるものとする。

同時に町独自の補助制度等を制定し、必要な支援を行う。 
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 公有化した建造物については、公開や活用を積極的に進めるものとする。また、文化

財の保存活用を図るため空き家調査等を行い、所有者と協議のもと、空き家の活用を図

る。 

【国指定・選択文化財以外の文化財】 

 国登録有形文化財、県及び町指定文化財においては、「文化財の保存・活用の現状と今

後の方針」に基づき、保存と活用を図る。 

 また、小幡地区伝統的建造物群保存地区として予定している区域に隣接する市街地と

一体となった区域は、一体的に整備を図る。 

 今後は、これら建造物の保存カルテを作成し、歴史的な建造物については、歴史的風

致形成建造物への指定等を行い、歴史的環境総合支援事業等の各種事業を導入し保全を

図る。 

 未指定文化財等についても、有形・無形を問わず、発掘調査や史料文献調査等の詳細

な調査を実施し、価値に応じ文化財の指定を行い、適切な保存・活用を行う。 

 無形の文化財については、映像等による記録を作成し、伝承者の育成を図るとともに、

整備される施設での放映を行い、伝承者の確保を図るものとする。 

【地域を囲む文化的景観】 

 重点区域の南から西にかけては、山々に囲まれ、これらの景観は、地域独特の歴史的

風致の形成の一部であると考えられることから、小幡地区の景観計画策定においても、

地域を囲む周辺環境にも言及し、重点区域全域の歴史的風致の維持向上を図ることとす

る。 

 

② 文化財の修理（整備）に関する具体的な計画 

 文化財の修理に関する一般的な方針は、前述のとおりであるが、重点区域内において

は、名勝「楽山園」及び国登録有形文化財「茂原家住宅」については、修理事業を法令

を順守し関係機関と協議して実施し他の建造物については、伝統的保存建造物群保存地

区の保存計画や区域内の歴史的建造物の状況を改めて把握した上で、本計画に追加する

こととする。 

【名勝 楽山園】 

甘楽町歴史的風致維持向上計画の実施期間中には、重点区域の中核に位置することに

なるため、現状変更の指針を堅持して名勝の保存と管理を図る一方で、維持向上計画を
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促進するための名勝保存の原則に立ち、諸遺構の積極的な保護・保存を図るとともに文

化財保護法により保存修理事業などを積極的に実施していく予定である。 

整備期間  平成１４年度から平成２３年度 

 平成２２年度  中門復元的整備 

 平成２３年度  案内板・解説板等の管理用施設の整備 

【伝統的建造物群保存予定地区】 

 地区内には、老朽化等により危険な建造物があるため、早急に修理や建て替えを実施

する物件については、歴史的環境形成総合支援事業等の事業を導入し、平成２２年３月

までに決定される「修理・修景・許可基準」により、建物の外観や意匠、高さを決定す

る。 

 なお、早急に修理が必要な物件については、甘楽町伝統的建造物群保存地区審議会に

提案し、承認を受けた後に整備することとする。 

 雄川堰の整備については、平成２１年度に町の文化財指定を行い、平成２２年度に遺

構調査を実施し関係機関へ報告する。施設の整備については、その成果を踏まえ、伝統

的建造物群保存地区審議会や関係機関と協議し、保存活用計画等を踏まえ、適切な手続

き及び専門的知見を取り入れ実施することとする。 

 小幡地区の歴史的風致を形成する重要な要素である小幡八幡宮の例大祭の山車につい

ては、山車を格納する建造物の修景や適切な配置を、保存会や甘楽町伝統的建造物群保

存地区保存審議会と協議しながら進め、小幡八幡宮のお囃子などの保存・伝承を図るた

め、新たな施設の建築にあわせ、夜間練習時に音が漏れないような気密性の高い部屋を

整備する。 

【国登録有形文化財茂原家住宅】 

 平成２２年度から平成２４年度にかけて土地家屋鑑定を行い公有化する。平成２５年

度から平成２６年度にかけ、耐震補強工事及び景観の阻害になる建築物の除去を行い、

景観に配慮した交流スペースを建築するものとする。 

 現在の状況を詳細に調査後、文化財保護法に基づき、修理の実施計画にあたっては必

要に応じて技術指導を求める。 

【県史跡旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷】 

 平成２４年度から平成２７年度にかけ、耐震補強工事及び景観の阻害になる建築物の

除去及び保存修理を行い、景観に配慮した交流スペースを建築する。 
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 現在の状況を詳細に調査後、文化財保護法に基づき、修理の実施計画に当たっては必

要に応じ技術指導を求める。 

【旧小幡藩武家屋敷高橋氏屋敷】 

平成２２年度に詳細な調査を行い、町指定重要文化財に指定するとともに歴史的風致

形成建造物として指定を行う。 

平成２８年度から平成３１年度にかけ、耐震補強工事及び景観の阻害になる建築物の

除去及び保存修理を行い、景観に配慮した交流スペースを建築する。文化財保護法に基

づき、修理の実施計画に当たっては必要に応じ技術指導を求める。 

【町指定重要文化財甘楽町歴史民俗資料館（旧甘楽社小幡組倉庫）】 

 平成２４年度から平成２６年度にかけ、耐震補強工事及び景観の阻害になる建築物の

除去及び保存修理を行い、景観に配慮した交流スペースとする。 

 現在の状況を詳細に調査後、文化財保護法に基づき、修理の実施計画に当たっては必

要に応じ技術指導を求める。 

【喰い違い郭】 

 平成２７年度から平成３１年度にかけて、石積の補修を行い、景観に配慮した交流ス

ペースとする。 

 現在の状況を詳細に調査後、文化財保護法に基づき、修理の実施計画に当たっては必

要に応じ技術指導を求める。 

 

③ 文化財の保存・活用を行うための施設に関する具体的な計画 

 甘楽町の文化財を展示する施設については、甘楽町歴史民俗資料館及び甘楽古代館が

ある。 

 甘楽町歴史民俗資料館は、老朽化等により温度管理等に難があるため、適正な場所で

の一時保存を図り、重点区域内に建設を予定している施設に、文化財の収蔵施設、展示

施設を設け、よりよい環境での保存・活用を図る。また、来訪者の増も加味した施設の

充実を図り、外観については、周辺環境や歴史的背景に配慮した建築物とする。 

 なお、建設にあたっては、遺構の取扱いや外観について、関係機関との連携を図り、

住民の合意を得ながら進めることとする。併せて、無形の民俗文化財等を保存伝承する

ための場所の確保を図り、夜間練習時に周囲に音が漏れないような気密性の高い部屋を

整備するものとする。 
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重点区域のまちづくり団体が中心となり、文化財活用のための案内板の設置や、説明 

板の設置を行ってきた。管理についても、まちづくり団体が積極的に行い良好な状況が

保たれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後も町が財政的な支援を行うとともに、重点区域内を回遊するルートに案内板を設

置するよう、住民とともに取り組んで行く。 

 「歴史的風致維持向上建造物」については、プレート等町が支援し、所有者と専門家

の協力を得て町がその表示を行う。 

 また、文化財の内部公開は、見せるための公開は限定的に行い町が主催する催しを活

用し、そういった催しと内部公開が一体的に行えるよう支援を行う。 

 地区の歴史的風致を形成する重要な要素である小幡八幡宮の例大祭の山車及び屋台に

ついては、格納する建造物の修景や適切な配置を、保存会と協議しながら進める。 

 便益施設については、地区内の道路が狭く危険であるため、自動車等の交通流入を防

ぐため、主要地方道や重点区域の外縁部に駐車場を整備する。公衆トイレ等については、

町民の意見や来訪者の回遊路線を確認し適正な配置に努める。 

 

④ 文化財の周辺環境の保全に関する具体的な計画 

【伝統的建造物群保存予定地区】  

 小幡地区の伝統的建造物群保存地区の予定区域内には、多くの来訪者があるため、平

 

■甘楽町歴史民俗資料館 
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成１３年度から平成１９年度にかけ、駐車場の整備や公衆トイレの整備を行ってきてい

る。 

 観光バスや来訪者の車両については、同事業で整備した駐車場に誘導するとともに、

区域内に入らないように案内板の整備も行っている。また、そこからのルートの道路の

美装化も実施し、一定の来訪者対応は整えている。 

 平成２２年度以降については、新たな課題として来訪者が予想以上に増加し駐車場設

置を求める声が多く、都市公園事業等として整備を図る公園施設に、来訪者が気軽に利

用できる駐車場の整備を行う。今後来訪者が増加する傾向が続いているため、これに対

応するよう新たな計画を策定する。また、本計画中に電線類の地中化等も推進する。 

【名勝 楽山園】 

 名勝「楽山園」については、東と西からの管理用道路に接続する路線が未整備である

ため、道路関係の支援事業を活用し、本計画中に道路の整備を進め、併せて周辺の環境

整備に努める。 

【区域内の街路遺構】 

 区域内の街路遺構については、いくつかの路線が未整備であるため、本計画中に美装

化を進めるとともに、歴史的風致の維持向上に必要な路線については、電線類の地中化

等を進める。 

【重点区域周辺の環境】 

 重点区域は、名勝楽山園の借景である山並み景観が特徴的な区域であるため、重点区

域の東の丘陵地、南から西に広がる山並み景観も含め特別な区域として町全体の景観計

画として緩衝地帯の整備を図り景観の保全に努める。 

 都市計画により用途区域が決定されている区域は、高度地区の検討を進め良好な市街

地が形成できるように環境の保全に努める。屋外広告物については、町内全域を区域と

して、条例の制定に努める。 

 また、区域内には、ブロック塀で囲まれた住宅地が多くあり、区域内の環境や景観の

向上を図るため、通りに面した必要な箇所を、板塀修景に努める。 

 

⑤ 文化財の防災に関する具体的な計画 

 甘楽町歴史民俗資料館については、早急に耐震補強工事を実施する計画であり、公設

消火栓及び防火水槽により防災体制を整える。 
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 また、実施段階で外壁の地震による崩落の恐れについても調査し、崩落の恐れがある

場合は、これに対応した事業を実施する。 

 甘楽町歴史民俗資料館は、不特定多数の人が多く出入りする施設であるため管理人が

常駐しているが、来訪者が多い時期には、人的災害を防止する上でも、展示や案内を行

うボランティア等の各種団体に呼びかけ適切な人員配置を行うものとする。 

 新たに整備する施設については、耐震防火構造として建築する計画であるため、重点

区域内の緊急避難所としての付加機能も備えるものとする。 

 他の文化財についても、公設消火栓及び消防水利の使用範囲を確認し、公設消火栓等

の設置や耐震型防火貯水槽の設置を計画的に進める。 

 また、個々の文化財は個人所有となっているため、防災に関する講習会や、居住の用

に供する文化財等に関しては、定期的な訪問をするなど、防災意識の高揚に努める。 

 伝統的建造物群保存地区の予定地区については、伝統的建造物群の保存計画書により

個別の防災施設等の配置は検討することとし、範囲の重複や隔離が無いように調整を図

る。 

 

重点区域の消防体制 

名  称 分 団 数 等 

甘楽町消防団 １分団３部 

甘楽町小幡自衛消防団 ３自衛組織 

富岡消防署 甘楽分署 

＊重点区域は、過去に火災による家屋の消失の歴史的経緯があることから防火体制に関

心が高く、道路埋め込み型の消火栓や防火貯水槽がほぼ全域をカバーするよう設置され

ている。また、雄川堰も自然の消防水利となっている。１００トンの耐震性防火貯水槽

も１基設置している。 

 

⑥ 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関する具体的な計画 

 文化財の保存及び活用の普及・啓発に関しては、案内板や説明板等の設置や、パンフ

レットの作成を重点区域において積極的に展開するものとする。 

 特に、町並み関係のパンフレットと名勝「楽山園」のパンフレットについては、重点

区域の歴史的風致を紹介するパンフレットとなるため、改良を重ね作成を続けることと
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する。また、学芸員による地域の歴史の勉強会や古文書の解説講座を実施し、地域の歴

史について理解を深めるよう努める。 

無形文化財・無形民俗文化財などの保存会に対しては、保存継承活動への助成、支援

を継続して行っていくものとする。また、各団体が行う広報活動・公演活動についても、

情報提供、活動支援を行う。 

 

⑦ 埋蔵文化財の取扱に関する具体的な計画 

 重点区域には名勝「楽山園」以外に周知の埋蔵文化財包蔵地はないが、近世に陣屋が

おかれ発展してきた歴史がある。 

 特に、小幡陣屋跡は、近世の遺構として重要であるため、公有地部分について遺構調

査を関係機関と連携を図りながら実施し、その調査結果を関係機関に報告するとともに、

地域住民に公表してきた。 

 その後、調査結果に基づき、関係機関との連携を図りつつ、周知の埋蔵文化財包蔵地

の区域を拡大し、このように、近世遺構については更に調査を進め包蔵地等の分布確認

等を行い地下遺構の適切な保護を図る。 

 併せて、文献史料、絵画史料、考古資料などから、近世における町の構造や空間利用

について調査研究を行う。 

 埋蔵文化財の取扱は、現状保護を基本に、やむを得ず遺跡内に開発が計画された場合

には、文化財保護法並びに群馬県文化財保護法施行細則、文化庁次長通知「埋蔵文化財

の保護と発掘調査の円滑化等について」、群馬県教育委員会が定める「土木工事等に係る

埋蔵文化財包蔵地の取扱基準」等に基づき発掘調査を実施するほか、必要に応じた保護

措置を図る。また、出土遺物については、群馬県教育委員会が定める「出土品の取扱基

準」により適正に保管・管理及び活用を図る。 

 

⑧ 文化財の保存・活用に関っている住民、ＮＰＯ等各種団体の状況及び今後の

体制整備の具体的な計画 

 小幡地区の町並み保存に関連する研究会については、独自でイベントや広報活動を行

っていることから、活動支援の一環として活動の場の提供と整備を行う。 

  来訪者に対する活動としては、「大手門ボランティアの会」があり、教育委員会が主

体となり、勉強会の開催や案内の受付・人員配置事務を行っているため、これを継続し
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て行う。 

 重点区域外のまちづくり団体との連携が必要な場合は、企画課調整係の協働推進担当

が中心となり支援を行う。 

文化財に関わる技術者については、組織化を図り社団法人群馬県建築士事務所協会富

岡支部と連携を図り互いの技術の向上を図るよう支援するものとする。 

今後は、教育委員会が設置する伝統的建造物群保存地区保存審議会に「大手門ボラン

ティアの会」をはじめ「社団法人群馬県建築士事務所協会富岡支部」が参加し、小幡地

区の各種審議会への参加も求め、住民合意が形成できる体制を構築して行く。ＮＰＯは、

現在は関わっていないが必要に応じて連携する。 
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ロ．歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

 

（１）歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する基本的な考え方 

甘楽町固有の歴史的風致維持向上施設の整備については、町の関連する計画との整合

性を図りながら、重点区域内で施設整備を進める。 

管理にあたっては、文化財については文化財保護法、歴史的風致形成建造物について

は町条例等、公園については都市公園法、道路については道路法に基づき行政が管理主

体となり根幹的な維持管理を行うものとする。また、行政の維持管理に加え、地元自治

会（行政区）等と連携した日常的な管理を行うことにより歴史的風致の維持向上に努め

る。 

 

① 現存する道路や公園、石碑、歴史や文化を紹介する施設 

 現存する道路や公園については、その施設や区域の歴史的背景を十分に調査した上で、

歴史的風致を維持向上するため形態や意匠に工夫を施すものとする。 

 特に、道路については歴史的風致を形成している祭事等に支障が生じないよう、今後

も適切に維持管理していくものとする。 

 

② 歴史的風致を維持向上させるために、新たに整備する道路や公園、歴史や文

化を紹介する施設 

 甘楽町固有の歴史的風致を維持及び向上するために、新たに整備する必要のある道路、

公園等については歴史的背景を十分に調査した上で、必要に応じて学識経験者や住民に

よる検討会を開催する。特に、公園については歴史的風致を形成している建造物の緩衝

地帯として整備を図るものとする。 

 また、新たに建設する歴史的風致を維持向上させるための施設については、埋蔵文化

財の確認調査を実施し、各種法令に基づき関係機関と連携を図りながら、遺構の保存を

図りつつ事業の進捗を図る。 

 外観については、事業箇所が伝統的建造物群保存予定区域と重なるため、町の伝統的

建造物群保存審議会において審議し、その結果を受け決定するものとする。 

 歴史や文化を紹介する施設において、展示する文化財や保管している文化財を適正に

管理するため、湿度管理や温度管理等、施設の質の向上を図ることとし、また、防災の
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ための機能の充実や、人的被害の防止のため防犯カメラや巡回等を実施する。 

 新たに整備する道路、公園、歴史や文化を紹介する施設については、劣化や事故を防

ぐため、巡回等を定期的に行い、適切に維持管理する。 

 

③ 歴史上存在した土塁・堀・塀等の歴史的風致を形成する施設 

 歴史上存在した土塁・堀・塀等の町の歴史的風致を形成する施設については、文献史

料、絵画資料、発掘調査等による調査を行い、町の歴史的風致を形成すると認められた

施設については、関係機関と協議の上、復原または案内板等を設置するなどして、歴史

的風致の維持及び向上に努める。 

 復原した建造物等については、公開・活用を行っていくこととし、維持管理において

は、それぞれの状況に応じて、文化財部局と都市・道路部局等が連携し適切な役割分担

のもと維持管理を行うものとする。 
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(4)‐オ: 信州屋保存修理事業 

(4)‐カ: 名勝楽山園周辺整備事業 

(6)‐カ:甘楽町ふるさと伝習館 
（地域交流ｾﾝﾀｰ）整備事業 

(3)‐ウ:町道整備事業 
（久保、下タ町線整備事業） 

(4)‐キ: 有賀茶店保存修理事業 

(2)：公園の整備事業 

(3)：道路の整備事業 

 (4)：建造物の保存修理事業 

 (5)：水路の整備事業 

 (6)：その他の事業 

     重点区域 

       遺跡分布区域   

 
 

(6)-ク：案内板等整備事業 

(4)‐ク: 下町組合事務所保存修理事業 

(6)-オ：歴史的まちなみ調査事業 

(6)-キ：周遊拠点施設整備事業 

(2)イ：織田氏七代の墓整備事業 

(6)‐ケ 名勝楽山園周辺修景整備事業 
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（２）公園の整備事業 

 

事業の名称 ア 小幡公園整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２４年度～平成２６年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 一級河川雄川沿いに公園整備を図る。事業対象面積０．４ｈａ 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

名勝楽山園の北側に位置する当該エリア一帯を公園として整備す

ることで、甘楽総合公園、一級河川雄川沿いの遊歩道「せせらぎの道」

と一体的に利用できるようになり、小幡地区散策の拠点及び来訪者と

地域住民との交流の場としての機能強化が図られるともに、城下町小

幡の景観や回遊性・利便性の向上を図ることができる。 

【整備予定箇所】 
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事業の名称 イ 織田氏七代の墓整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 平成２８年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 織田氏七代の墓（町指定文化財）周辺の公園整備を行う。区画面積約

２．０ｈａ  

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

織田氏七代の墓は、城下町小幡の歴史やまちの成り立ちを知る上で

重要な場所である。しかし現状では、墓周辺はほとんど整備がなされ

ておらず、景観的にも煩雑な状況となっている。 

当該エリアを「織田公公園」として整備することで、町指定文化財

である織田氏七代の墓の活用と周辺の良好な景観形成が図られる。 

【整備予定箇所】 
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（３）道路の整備事業 

事業の名称 ア 高質空間形成施設（照明施設等）整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 町単独事業 

事 業 期 間 平成２５年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 道路・雄川堰（大堰）の照明整備及び町道の無電柱化を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

 雄川堰とともに歴史的建造物が数多く保存されている町屋地区は

「小幡八幡宮例大祭」の舞台となる。町道上町東側・下町東側線等の

景観を阻害している電柱や電線類を地中化するとともに、照明施設の

整備を図ることにより、往来する人々の回遊性及び景観の向上が図ら

れる。 

【整備予定箇所】 

 

                               

                                 

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 イ 町道整備事業（楽山園周辺道路整備事業） 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業・街なみ環境整備事業) 

事 業 期 間 平成２５年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 名勝楽山園へ通じる町道の電柱類の移設、町道の拡幅及び照明施設の

整備を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

 中小路は、当町の歴史的風致の拠点となる名勝楽山園へのアクセス

路となり、また風情ある武家屋敷が連なる町並みの中を通っている。 

御殿前通り等の景観を阻害している電柱類の移設、拡幅整備を行う

ことにより回遊性や利便性が高まり歴史的資源を繋ぐネットワーク

の向上が図られる。また歴史性に十分配慮した照明施設を整備するこ

とで環境整備が図られる。 

【整備予定箇所】 

 

                                       

 

 

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 ウ 町道整備事業（久保、下タ町線整備事業） 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２４年度～平成２５年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 名勝楽山園と小幡公園を結ぶ道路を整備する。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

名勝楽山園は、江戸初期の池泉回遊様式の庭園であり、城下町小幡

の中核を形成している名勝楽山園の北側のエリアにある小幡公園を

結ぶことにより、小幡地区の周遊性の向上、散策の拠点としての機能

向上が図られる。 

【整備予定箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

事業箇所 

 

事業箇所 
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（４）建造物の保存修理事業 

 

事業の名称 ア 松浦氏屋敷保存・修理事業（旧小幡藩武家屋敷） 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) 

事 業 期 間 平成２５年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 松浦氏の旧宅を保存修理及び耐震改修を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

 武家屋敷地区にある松浦家は、武家の屋敷構えを良好に残し雄川堰

の地割と一体となっている。江戸時代の武士の生活環境と当該地域の

歴史を知る上で極めて重要な資源である。 

所有者の理解を得て一般公開しており、保存修理及び耐震改修を行

うことで、武家屋敷群の充実化が図られるとともに、見学を目的とし

た来訪者の増加を期待できる。 

 

【整備予定箇所】 

 

                            

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 イ 高橋氏屋敷保存・修理事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) 

事 業 期 間 平成２６年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 高橋家の旧宅を保存修理及び耐震改修を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

 武家屋敷地区にある高橋家は、武家の屋敷構えを良好に残され雄川

堰の地割と一体となっている。江戸時代の武士の生活環境と当該地域

の歴史を知る上で極めて重要な資源である。 

所有者の理解を得て一般公開しており、保存修理及び耐震改修を行

うことで、武家屋敷群の充実化が図られるとともに、見学を目的とし

た来訪者の増加を期待できる。 

 

【整備予定箇所】 

 

                  

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 ウ 山田家の喰い違い郭整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 町単独事業 

事 業 期 間 平成２７年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 喰い違い郭の石積の修繕を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

 武家屋敷地区にある喰い違い郭は、戦の時の防衛上のために造られ

たとも、下級武士が上級武士に出会うのを避けるため隠れたともいわ

れており、江戸時代の武士の生活環境と当該地域の歴史を知る上で極

めて重要な資源となっている。 

喰い違い郭は、所有者の理解を得て一般公開しており、保存修理を

行うことで、武家屋敷群の充実化が図られるとともに、見学を目的と

した来訪者の増加を期待できる。 

 

【整備予定箇所】 

 

                   

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 エ 旧甘楽社小幡組倉庫整備事業（旧小幡組製糸レンガ造り倉庫） 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 平成２７年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 旧甘楽社小幡組倉庫の駐車場整備及び耐震改修を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

 町の有形文化財に指定されている旧甘楽社小幡組倉庫は、現在、甘

楽町歴史民俗資料館として一般公開されており、当町の近代産業発祥

に関わる歴史的風致の拠点施設となっている。一方、現状では駐車場

が狭く、利用者の不便をきたしている状況も見られる。 

そこで、建物の保存修理及び耐震改修を行うことで、歴史的建造物

の保存・活用が推進されるとともに、あわせて駐車場の整備を行うこ

とにより、見学を目的とした来訪者の増加を期待できる。 

 

【整備予定箇所】 

 

              

 

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 オ 信州屋保存修理事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２３年度～平成２５年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 小幡宿の商家である信州屋の保存修理を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

信州屋は町屋地区にある伝統的な建築物である養蚕農家群の町な

みの中にあり当該地域の歴史を知る上で極めて重要な資源である。所

有者から町へ寄付を受けて一般公開を図り、保存修理を行うことで養

蚕農家群の充実化が図られるとともに、見学を目的とした来訪者との

交流拠点としても期待できる。 

【整備予定箇所】 

 

 

  

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 カ 名勝楽山園周辺整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２３年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 名勝楽山園に隣接した土地（７８３㎡)を購入し、名勝楽山園と一体

となった整備を図り、交流拠点を設けることにより見学を目的とした

来訪者との交流を推進する。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

名勝楽山園は、江戸初期の池泉回遊式様式の庭園で、城下町小幡の

中核を形成している。東側の当該エリアを購入し、交流拠点を併せて

整備することにより、名勝楽山園周辺の景観の向上が図られ、見学を

目的とした来訪者との交流の推進が期待できる。 

 

【整備予定箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業箇所 

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 キ 有賀茶店保存修理事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) 

事 業 期 間 平成２５年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 小幡宿の商家である有賀茶店の保存修理を行う 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

有賀茶店は町屋地区にある伝統的な建築物である養蚕農家群の町

なみの中にあり当該地域の歴史を知る上で極めて重要な資源である。

所有者から借り受けて一般公開を図り、保存修理を行うことで養蚕農

家群の充実化が図られることが期待できる。 

 

【整備予定箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業箇所 

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 ク 下町組合事務所保存修理事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２６年度 

事 業 箇 所 甘楽町 

事 業 概 要 下町組合事務所の保存修理を行う 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理せ由等 

 下町組合事務所は、下町地区の情報発信拠点、祭礼などの住民交流

事業や共有場所として利用されると共に養蚕農家群の北に位置し多

くの来訪者に地域の歴史である養蚕について一般公開している。そこ

で、建物の保存修理及び耐震改修を行うことで、歴史的建造物の保存、

活用が推進されると共に見学を目的とした来訪者の増加を期待でき

る。 

【整備予定箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業箇所 

事業箇所 
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（５）水路の整備事業 

事業の名称 ア 雄川堰整備事業 

事 業 主 体 群馬県・甘楽町 

事 業 手 法 農山漁村地域整備交付金（地域用水環境整備事業）（大堰） 

群馬県小規模土地改良事業（小堰） 

事 業 期 間 平成２５年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 雄川堰（大堰及び小堰）の石積の改修を行う。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

 小幡のまちに網目状に張り巡らされている雄川堰（大堰及び小堰）

は、小幡地区の歴史的風致の中核をなすものであるが、調査を行った

結果、洗い場などで石積が崩れている箇所が複数確認された。 

これら補修が必要な箇所の石積の整備工事を行うことで、雄川堰の

保存・活用が推進される。 

【整備予定箇所】 

  

 

  

 

■雄川堰（大堰） ■雄川堰（小堰） 

事業箇所 大堰 

事業箇所 小堰 
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（６）その他の事業 

事業の名称 ア 小幡ものがたり出版事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 町単独事業 

事 業 期 間 平成２２年度～平成２５年度 

事 業 箇 所 重点区域を中心とした町域 

事 業 概 要 小幡の歴史、文化、人物及び由来等について定期的に小冊子を発行す

る。なお、当初は、広報などに定期的に掲載し、まとまったものを季

刊発行とする。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

貴重な小幡の情報を後世に継承すると共に町の歴史、文化等を拝観

客に発信することができる。 

 

事業の名称 イ 地域コミュニティ組織づくり事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２３年度～平成２６年度 

事 業 箇 所 重点区域を中心とした町域 

事 業 概 要 小幡地域において、行事やイベントなどの実行委員会を組織する中

核的な地域コミュニティ組織を育成、向上のためワークショップ等を

開催していく。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

過疎化、少子高齢化の進展等に伴い、希薄化する自治機能を高める

ため、コミュニティの維持、活性化を図る仕組みづくりを図ることが

できる。今後、必要となる伝建群の指定、町屋の保存活動を推進する

中核的な組織が必要である本事業は、歴史的風致の維持及び向上に寄

与する。 
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事業の名称 ウ 趣と味わいのある建物指定制度 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 町単独事業 

事 業 期 間 平成２２年度～平成２５年度 

事 業 箇 所 重点区域を中心とした町域 

事 業 概 要 文化財の指定を受けていない古い建物を「趣と味わいのある建物」と

して指定し、住民等に情報発信をする。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

甘楽町の風情を醸し出している古い建物を「甘楽町趣と味わいのあ

る建物」として指定し、住民等に情報発信することで、甘楽町の歴史

的風致に関する理解を推進するとともに、新たな魅力の発見や城下町

としての深みを体感してもらうことができる。 

 

 

事業の名称 エ 歴史まちづくり（歴史・文化・景観）講習会 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２２年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 重点区域を中心とした町域 

事 業 概 要 住民を対象に町の文化財及び町の歴史等について講習会等を開催す

る。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

町の文化財や歴史等について講習会等を開催することにより、住民

等が自らの地域の歴史的資産の価値を再認識することができる。 
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事業の名称 オ 歴史的まちなみ調査事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 町単独事業 

事 業 期 間 平成２６年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 重点区域を中心とした町域 

事 業 概 要  重点区域内の町屋地区の養蚕農家を中心に歴史的まちなみ調査を

を行う。 

 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

甘楽町の雄川堰沿いの養蚕農家群を中心に、まちなみの調査を行う

ことにより町の歴史的なまちなみ保存が図られ町の歴史的風致の維

持及び向上に寄与することができる。 
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事業の名称 カ 甘楽町ふるさと伝習館（地域交流センター）整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業) 

事 業 期 間 平成２２年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 民俗芸能等を学習、伝承する場、地域住民と来訪者との交流する場を

備えた施設を整備し、歴史に基づいた無形民俗文化財等の継承、地域

交流の場所を確保する。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

名勝「楽山園」に隣接し、小幡地区の中核をなす施設である。現在、

無形民俗文化財などの地域に密着して伝承されてきた文化財が社会

状況の急速な変化で断絶の危機に瀕している。本施設により民俗芸能

等を積極的に公開、情報発信する場を提供することで、後継者の確保

と支援者の拡大が見込まれる。 

【整備予定箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 キ 周遊拠点施設整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 平成２４年度～平成２５年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 情報発信施設を整備することにより歴史的資源を繋ぐネットワーク

の向上が図られる。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

町の玄関口に周遊拠点を整備することにより、来訪者等に対して町

の歴史的風致、歴史的な建造物及び景観についての情報を伝える機能

が高まり、町の歴史的風致への理解を深めることができる。また、歴

史的風致を巡る回遊性の高いネットワークが形成され、このことによ

り多くの人が甘楽町の歴史的風致に対する認識を深め、歴史的風致の

維持向上に寄与する。 

【整備予定箇所】 

 

 

  

 

事業箇所 

事業箇所 
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事業の名称 ク 案内板等整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業） 

事 業 期 間 平成２５年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内（重点区域内全域） 

事 業 概 要 歴史的建造物について、案内板や情報板の新設、更新を実施する。 

（織田氏七代の墓整備事業、松浦氏屋敷保存・修理事業ほか解説版） 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

歴史的建造物の周辺等、重点区域の主要な地点に案内板や情報板を

設置することにより、住民や来訪者が建造物への理解を深めることが

できるとともに、散策ルートの設定等と併せ歴史的風致の拠点を巡る

回遊性の高いネットワークの形成が図られる。このことにより多くの

人が甘楽町の歴史的風致に対する認識を深め、歴史的風致の維持向上

に寄与する。 

 

 

 

 

事業位置図（仮） 

旧図における 

事業位置図 
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事業の名称 ケ 名勝楽山園周辺修景整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備事業) 

事 業 期 間 平成２８年度～平成３１年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 名勝楽山園に近接した土地を購入により、周辺の景観保全のための修

景整備を図るとともに、休息施設等の交流の場を設けることで来訪者

との交流を推進し、他施設との回遊性の向上を図る。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

名勝楽山園は、江戸初期の池泉回遊式様式の庭園で、城下町小幡の

中核を形成している。当該地は名勝楽山園の東に位置しており、北側

には工場が立地していることから、植栽などの修景整備により周辺の

景観の向上保全が図られる。また、休息・便益施設等の整備により来

訪者と住民との交流の場が創出され、史跡を巡る回遊性の向上が図ら

れる。 

【整備予定箇所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事業箇所 

事業箇所 事業箇所 

楽山園 
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（７）文化庁事業 

事業の名称 ア 名勝楽山園環境整備事業 

事 業 主 体 甘楽町 

事 業 手 法 文化庁補助事業 

事 業 期 間 平成１４年度～平成２３年度 

事 業 箇 所 甘楽町大字小幡地内 

事 業 概 要 土地の公有地化を図り発掘調査を行い環境整備事業を図る。 

事業が歴史的

風致の維持及

び向上に寄与

する理由等 

江戸初期の池泉回遊様式（庭を眺めるだけでなく、歩いても楽しめ

る）の庭園で、京都の桂離宮と同じ特色を有している。平成１１年度

に国の名勝指定を受け、以後、甘楽町が管理団体となって公有地化を

図り維持管理を行っている。 

【整備予定箇所】 

 

 

 

 

事業箇所 
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５ 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

 

（１）歴史的風致形成建造物の指定の方針 

甘楽町では、これまで歴史的建造物については、その状態などを調査し、歴史的価値

に応じて文化財保護法、県及び町の文化財保護条例に基づく指定または登録による保存

及び活用を図ってきた。 

今後、甘楽町の歴史的風致の維持向上を図っていくために、重点区域内において、国

指定文化財以外の歴史的建造物などで価値の認められるものを「歴史まちづくり法」に

基づいて「歴史的風致形成建造物」として指定し、その保全を図るものとする。 

また、重点区域内で文化財または景観重要建造物に指定または登録されていない建造

物などについては、今後、詳細な調査を実施し、歴史的価値が明確になったものから指

定または登録の手続を行った上で、歴史的風致形成建造物に指定する。 

なお、「建造物」には、町家、雄川堰、小幡藩武士階級の庭園及び武家屋敷などの重

点区域内における歴史的風致の形成に寄与するものも含まれるものとする。 

歴史的風致形成建造物としては、建物などそのものを単に保存するだけでなく、その

地域で営まれている人々の生活と一体となってより価値のたかいものとなるもので、指

定を行うにあたっては、その周辺で行われている行事等についても維持向上するよう努

めていくことに注意を図りながら、以下の方針に基づき歴史的風致形成建造物の指定を

目指す。 

 

【歴史的風致形成建造物の指定方針】 

１． 文化財保護法に基づく国登録文化財（建造物） 

２． 県または町の文化財保護条例に基づく指定文化財（建造物） 

３． 「甘楽町景観計画」に基づいて指定された景観重要建造物 

４．その他、町の歴史的風致の維持及び向上を図る上で必要かつ重要なものとして特に

町長が認めるもの 
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○ 歴史的風致形成建造物指定候補 

番号 名  称 外 観 写 真 所 在 地 位 置 図 

１ 

茂原家住宅（主

屋、米蔵、隠居蔵、

西蔵） 

 

甘楽町 

大字小幡

1445-1 

 

２ 
旧小幡藩武家屋

敷松浦氏屋敷 

 
甘楽町 

大字小幡

734 

 

３ 
旧小幡藩武家屋

敷高橋氏屋敷 

 
甘楽町 

大字小幡

827 

 

４ 雄川堰 

 

甘楽町 

大字小幡

地先 

 

５ 
旧甘楽社小幡組

倉庫 

 
甘楽町 

大字小幡

852-1 

 

６ 有賀茶店 

 

甘楽町 

大字小幡  

5 
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７ 織田氏七代の墓 

 

甘楽町 

大字小幡 

1416 

 

８ 下町組合事務所 

 
甘楽町 

大字小幡 

320-3 
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６ 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

 

（１）歴史的風致形成建造物の維持・管理の指針 

 「歴史まちづくり法」に、歴史的風致形成建造物の所有者に対して、増改築・移転ま

たは除去等を行う際の事前の届出を義務付け及び増改築等の届出を受けた市町村長は、

設計の変更、その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる旨、規定されて

いることに鑑み、歴史的風致形成建造物に対して許容される増改築等の行為を管理の指

針として整理する。 

 歴史的風致形成建造物は、「歴史的風致形成建造物指定方針」から、国登録文化財、

県及び町指定文化財、景観法に基づく景観重要構造物が該当しているので、これらに該

当する建造物の保全に関する考え方は、もとより文化財保護法、文化財保護条例、景観

法に、それぞれ位置付けられている。 

 このため、ここで定める歴史的風致形成建造物の管理指針は、それぞれの建造物が有

する位置付けによって文化財保護法、景観法などの規定に従うことを基本とする。 

 

歴史的風致形成建造物の管理指針 

対 象 基本事項 

・県及び町指定文化財 き損状況に応じた保存修理を基本とする。 

（現状変更等） 

建築物の保存上必要がある場合を除き、原則行わない。 

・国登録文化財 

・景観重要建造物 

原則として、外観を変更しない保存修理を基本とする。 

（現状変更等） 

道路等の公共空間から、通常望見できる範囲における行為はで

きるだけ行わない。・（ただし、文化財保護法において国登録文

化財ついては、原状の通常望見できる外観を損なう範囲が、当

該外観の４分の１以下である場合は、維持措置の範囲とされる） 

内部の変更については、所有者が快適な生活環境を維持する目

的などから改築・改造する場合には認める。 
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 また、「歴史まちづくり法」第１５条第１項第 1 号及び同法施行令第３条第 1 号に基

づく届出不要の行為は、以下の（１）から（３）の場合とする。 

（１） 文化財保護法第５７条第１項に基づく登録文化財について同法６４条第１

項に基づく現状変更の届出を行った場合 

（２） 群馬県文化財保護条例第４条第１項に基づく県指定有形文化財（建造物）

について同条例第１７条第１項に基づく現状変更等の許可申請を行った場

合及び同条例第１８条第１項に基づく修理の届出を行った場合 

（３） 景観法第１９条に基づく景観重要建造物について同第２２条第１項に基づ

く現状変更の許可申請を行った場合 

 

 

 

歴史的風致形成建造物の管理の指針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的風致形成建造物 

県・町指定文化財 

    国登録有形文化財 

    景観重要構造物 

外部及び内部の現状維持 

外観の維持及び保存 

外観の維持及び保存 

管理の指針 
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◎甘楽町指定文化財一覧及び分布 

番号 種 別 名     称 管理者（団体） 所在 

1 国 名 勝 楽山園 町 小 幡 

 2 県重要文化財 笠塔婆三基及び板碑 個人 天 引 

3 県重要文化財 笠塔婆一基 個人 天 引 

4 県 史 跡 法華経供養遺跡 第２７区 造 石 

5 県 史 跡 笹森古墳 笹森稲荷神社 福 島 

6 県 史 跡 旧小幡藩武家屋敷松浦氏屋敷 個人 小 幡 

7 
県重要無形 

民俗文化財 
那須の獅子舞 那須獅子舞保存会 秋 畑 

8 県指定天然記念物 秋畑の大ツバキ 赤谷平組 秋 畑 

9 町指定重要文化財 宝勝寺起立文書 宝勝寺 金 井 

10 町指定重要文化財 明和風土記 個人 轟 

11 町指定重要文化財 観音図並びに文机 宝積寺 轟 

12 町指定重要文化財 秋畑村検地帳と御取立帳 個人 秋 畑 

13 町指定重要文化財 射御奥義口伝書 個人 福 島 

14 町指定重要文化財 幡氏旧領弁録 宝積寺 轟 

15 町指定重要文化財 織田氏家臣録 個人 小 幡 

16 町指定重要文化財 森平家近世文書 個人 天 引 

17 町指定重要文化財 横尾家近代文書 個人 金 井 

18 町指定重要文化財 庭谷の五輪塔 第２８区 庭 谷 

19 町指定重要文化財 平石の摩崖仏 町 白 倉 

20 町指定重要文化財 田村家近世文書 個人 国 峰 

21 町指定重要文化財 松浦家近世文書 個人 小 幡 

22 町指定重要文化財 長岡家の地方文書・諸器物 個人 造 石 

23 町指定重要文化財 小幡山崇福寺の下馬の碑 町 小 幡 
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24 町指定重要文化財 宝泉寺の薬師様 宝泉寺 小 幡 

25 町指定重要文化財 今宮寺の三尊仏 今宮寺 上 野 

26 町指定重要文化財 圓通閣の石仏 圓通閣 天 引 

27 町指定重要文化財 天引中宿の薬師様 中宿組 天 引 

28 町指定重要文化財 引田の摩崖仏 上引田組 白 倉 

29 町指定重要文化財 熊野堂の摩崖仏 諏訪神社 天 引 

30 町指定重要文化財 福島椿森の石仏 個人 福 島 

31 町指定重要文化財 城町下薬師堂の石仏 薬師堂 小 幡 

32 町指定重要文化財 仁治の板碑 多井戸組 小 川 

33 町指定重要文化財 建長の板碑 個人 秋 畑 

 34 町指定重要文化財 長岡家の薬医門及び四脚門 個人 造 石 

35 町指定重要文化財 旧小幡組製糸レンガ造り倉庫 町 小 幡 

36 町指定重要文化財 円空の木彫仏像（３体） 小幡八幡宮 小 幡 

37 町指定重要文化財 興巖寺の一石五輪塔 興巖寺 国 峰 

38 町指定重要文化財 中世の石仏 宝勝寺 金 井 

39 町指定重要文化財 吉田家近世・近代文書 個人 上 野 

40 町指定重要文化財 高橋家近世文書 個人 小 幡 

41 町指定重要文化財 藤巻家近世・近代文書 個人 小 川 

42 町指定重要文化財 小幡氏紋付赤備え具足 町 小 幡 

43 町指定重要文化財 小幡八幡宮拝殿の天井画 小幡八幡宮 小 幡 

44 町指定重要文化財 銅戈 町 白 倉 

45 
町指定重要無形 

民俗文化財 
轟の神楽獅子 轟神楽保存会 轟 

46 
町指定重要無形 

民俗文化財 
稲含神社の太々神楽 稲含神社太々神楽連 秋 畑 

47 
町指定重要無形 

民俗文化財 
稲含神社の御筒粥神事 稲含神社 秋 畑 
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48 
町指定重要無形 

民俗文化財 
笹森稲荷神社の太々神楽 笹森稲荷神社 福 島 

49 
町指定重要無形 

民俗文化財 
梅ノ木平の獅子舞 梅ノ木平獅子舞保存会 秋 畑 

50 
町指定重要無形 

民俗文化財 
諏訪神社の麦供え 諏訪神社 天 引 

51 
町指定重要無形 

民俗文化財 
天引の獅子舞及び神楽舞 天引獅子神楽保存会 天 引 

52 
町指定重要無形 

民俗文化財 
造石の獅子舞 第２７区 造 石 

53 
町指定重要無形 

民俗文化財 
白倉神社の太々神楽 白倉地域伝統芸能保存会 白 倉 

54 
町指定重要無形 

民俗文化財 
小幡八幡宮の神楽獅子舞 小幡八幡宮 小 幡 

55 
町指定重要無形 

民俗文化財 
二つ石組獅子舞 二ツ石組獅子舞保存会 秋 畑 

56 
町指定重要無形 

民俗文化財 
十二区下盛羽流獅子舞 

十二区下盛羽流獅子舞 

保存会 

秋 畑 

57 
町指定重要無形 

民俗文化財 
白倉の神楽舞 第２２区 白 倉 

58 
町指定重要無形 

民俗文化財 
大山の神楽舞 大山神楽保存会 白 倉 

59 
町指定重要有形 

民俗文化財 

小幡八幡宮の屋台・飾り人形

及び屋台ばやし 
小幡八幡宮 小 幡 

60 町指定史跡 織田氏七代の墓 町 小 幡 

61 町指定史跡 国峯城址 国峯城組合 国 峰 

62 町指定史跡 庭谷城址 第２８区 庭 谷 
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63 町指定史跡 古出山善慶寺跡 宝勝寺 善慶寺 

64 町指定史跡 天王塚古墳 笹森稲荷神社 福 島 

65 町指定史跡 天引黒渕古墳群の塚一基 個人 天 引 

66 町指定史跡 麻場城址 第２２区 白 倉 

67 町指定史跡 小幡氏歴代の墓 宝積寺 轟 

68 町指定史跡 姥子堂 宝勝寺 金 井 

69 町指定史跡 金比羅山古墳 個人 小 川 

70 町指定史跡 峰城址 峰城址保存会 秋 畑 

71 町指定名勝 不動滝 町 秋 畑 

72 町指定名勝 飛龍の滝 町 秋 畑 

73 町指定名勝 雄川水源の障子岩 町 秋 畑 

74 町指定天然記念物 秋畑の大ケヤキ 野栗神社 秋 畑 

75 町指定天然記念物 秋畑のヒイラギ 第９区（枇杷ノ沢） 秋 畑 

76 町指定天然記念物 諏訪神社のサクラ 諏訪神社 天 引 

77 町指定天然記念物 楽山園のウメ 町 小 幡 

78 町指定天然記念物 高橋家のムクロジと御殿ザクラ 個人 小 幡 

79 町指定重要文化財 
刀剣大小刀 

（小幡藩家臣注文打）  
個人 富岡市 

80 国登録有形文化財 茂原家住宅（主屋） 個人 小 幡 

81 国登録有形文化財 茂原家住宅（米蔵） 個人 小 幡 

82 国登録有形文化財 茂原家住宅（隠居蔵） 個人 小 幡 

83 国登録有形文化財 茂原家住宅（西蔵） 個人 小 幡 
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84 町指定重要文化財 雄川堰（小堰・石橋含む） 町 小 幡 

85 町指定重要文化財 吹上の石樋及び石樋記（石碑） 町 小 幡 

86 町指定重要文化財 崇福寺の石造聖観音坐像 崇福寺 小 幡 

87 町指定重要文化財 宝勝寺の文永五年板碑 宝勝寺 金 井 

88 町指定重要文化財 中小路の石垣（柴田家） 個人 小 幡 

89 町指定重要文化財 中小路の石垣（高橋家） 個人 小 幡 

90 町指定重要文化財 中小路の石垣（山田家） 個人 小 幡 

91 町指定重要文化財 御殿前通りの石垣（山田家） 個人 小 幡 

92 町指定重要文化財 山田家の食い違い郭 個人 小 幡 

93 町指定史跡 吉田家の土塁・濠跡 個人 上 野 

94 町指定天然記念物 鍛冶屋のマツ 個人 天 引 

95 町指定名勝 高橋家の庭園 個人 小 幡 

96 町指定名勝 大奥の庭園 個人 小 幡 

97 町指定重要文化財 大日堂の石仏 町 天 引 

98 町指定重要文化財 下引田の庚申塔 町 白 倉 

99 町指定重要文化財 織田信雄（自筆）書状 町 小 幡 

100 町指定重要文化財 向陽寺の天井画 向陽寺 天 引 

101 町指定重要文化財 スタール銃 一挺 個人 町 内 

102 町指定重要文化財 鑣轡 町 白 倉 

103 町指定重要文化財 富岡製糸場絵馬 笹森稲荷神社 福 島 

104 

県指定重要無形 

民俗文化財 

天引の麦祭り 諏訪神社 天 引 
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甘楽町の指定文化財数 

区 分 有形文化財 
民俗文化財 記 念 物 

計 
有 形 無 形 史 跡 名 勝 天然記念物 

国指定     １   １ 

国登録  ４       ４ 

県指定  ２   ２  ３  １  ８ 

町指定 ５３ １ １４ １２ ５ ６ ９１ 

計 ５９ １ １６ １５ ６ ７ 104 

 

◎甘楽町遺跡分布一覧 

番号 遺 跡 名 時  代 種 別 所 在 地 

1 甘楽条里遺跡 古墳、奈良、平安 水 田 造石 719 番地ほか 

2 甘楽条里遺跡 古墳、奈良、平安 集 落 白倉 590 番地ほか 

3 森西遺跡 古墳、奈良、平安、中世 集 落 造石 200 番地ほか 

4 青木畑Ⅰ・Ⅱ遺跡 古墳、奈良、平安 集 落 庭谷 180 番地ほか 

5 中椿遺跡 平 安 集 落 福島 321-1 番地 

6 大山古墳群 古 墳 古 墳 白倉 70 番地ほか 

7 久保儘下遺跡 古 墳 集落、古墳 白倉 180 番地ほか 

8 旧福島町 53号古墳 古 墳 古 墳 福島 287-1 番地ほか 

9 鹿島古墳群 古 墳 古 墳 福島 900 番地ほか 

10 小川遺跡 縄文,弥生,古墳,奈良,平安 散布地 小川 328-1 番地ほか 

11 笹遺跡 弥生、古墳、奈良 集 落 小川 328-1 番地 

12 北原遺跡 古墳、奈良 集 落 小川 512 番地 

13 天王塚古墳 古 墳 古 墳 福島 1277-1 番地ほか 

14 稲荷東遺跡 縄文,弥生,古墳,奈良,平安 散布地 福島 1312-1 番地ほか 

15 笹森北遺跡       〃 散布地 福島 1561-2 番地ほか 
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16 狢塚古墳 古 墳 古 墳 福島 1401-2 番地ほか 

17 稲荷北遺跡 弥生、古墳 集 落 福島 1365 番地ほか 

18 笹森古墳 古 墳 古 墳 福島 1348 番地ほか 

19 二日市古墳群 古 墳 散布地、古墳 小川 733 番地ほか 

20 生板木遺跡 縄文,弥生,古墳,奈良,平安 散布地 福島 1541-1 番地ほか 

21 長畝西原遺跡      〃 散布地 上野 925-2 番地ほか 

22 慈覚寺遺跡     〃 散布地 上野 677 番地ほか 

23 白倉上野遺跡     〃 散布地 白倉 1228 番地ほか 

24 新屋遺跡     〃 散布地、古墳 天引 2761 番地ほか 

25 早道場遺跡     〃 集 落 善慶寺 1398-2 番地ほか 

26 善慶寺古墳群 古 墳 古 墳 善慶寺 315 番地ほか 

27 原田篠遺跡 縄文,弥生,古墳,奈良,平安 散布地、古墳 善慶寺 787-1 番地ほか 

28 西原遺跡 縄文 ～ 平安,中世,近世 散布地 上野 130-4 番地ほか 

29 松原・慈学寺遺跡 古墳、奈良 集 落 上野 723-2 番地ほか 

30 天神Ⅱ遺跡 縄文、古墳、奈良 集 落 白倉 1315-2 番地ほか 

31 天神Ⅰ遺跡 縄文、古墳 集 落 白倉 1843-2 番地 

32 
白倉下原、 

天引向原遺跡 

旧石器,縄文,弥生,古墳, 

奈良,平安,中世,近世 
集 落 白倉 1701-2 番地 

33 紅葉山遺跡 縄文 ～ 平安、中世 散布地 善慶寺 418-2 番地ほか 

34 畑中遺跡 縄文,弥生,古墳,奈良,平安 散布地 上野 50 番地ほか 

35 中村遺跡 縄文、弥生、古墳 散布地 上野 146-6 番地 

36 天引黒淵古墳群 古 墳 古 墳 天引 1865-2 番地ほか 

37 佐久間遺跡 縄文、平安 集 落 小幡 1522-2 番地 

38 日向遺跡 縄文、古墳 散布地 轟 165-1 番地ほか 

39 大門西遺跡 縄文、古墳 散布地 轟 544-1 番地ほか 

40 巾下遺跡 縄文、弥生、古墳、平安 散布地 秋畑 2373 番地ほか 
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41 東梅ノ木平遺跡 縄文,弥生,古墳,奈良,平安 散布地 秋畑 1582 番地ほか 

42 粟ノ沢遺跡 縄文、弥生、古墳 散布地、集落 秋畑 2438-1 番地 

43 赤谷平遺跡 縄文、弥生、古墳、平安 散布地 秋畑 2506-1 番地ほか 

44 二ツ石遺跡 縄文、弥生、古墳 散布地 秋畑 2967-2 番地ほか 

45 入山遺跡 縄文、弥生、古墳 散布地 秋畑 3243-1 番地ほか 

46 伏鹿遺跡 縄文、弥生、古墳、平安 散布地 秋畑 3679 番地ほか 

47 小倉遺跡 縄文,弥生,古墳,平安 散布地 秋畑 4711 番地ほか 

48 来波向遺跡 縄文,弥生,古墳,奈良,平安 散布地 秋畑 6693 番地ほか 

49 ウツギクネ遺跡 縄文,弥生,古墳,平安 散布地 秋畑 1336 番地ほか 

50 法華経供養遺跡 近 世 寺社,墓,その他 造石 73 番地 

51 庭谷城跡 中 世 城 館 庭谷 686 番地 

52 庭谷代官所跡 近 世 城 館 庭谷 376 番地ほか 

53 大類屋敷跡 中 世 城 館 白倉 1076-1 番地ほか 

54 城 跡 中 世 城 館 白倉 1100 番地ほか 

55 麻場城跡 中 世 城 館 白倉 913 番地ほか 

56 仁井屋城跡 中 世 城 館 天引 2910-1 番地ほか 

57 長畝の砦跡（下城） 中 世 城 館 上野 846 番地ほか 

58 大堀の跡 不 明 水 路 小幡 878-1 番地ほか 

59 倉内城跡 中 世 城 館 天引 2226 番地ほか 

60 八幡山の砦跡（上城） 中 世 城 館 小幡 2-1 番地 

61 上野城跡 中世、近世 城 館 上野 231-1 番地ほか 

62 天引城 中 世 城 館 天引 1262 番地ほか 

63 
小幡陣屋藩邸跡 

楽 山 園 
中世、近世 城 館 小幡 643-1 番地ほか 

64 峰城跡 中 世 城 館 秋畑 13-3 番地ほか 

65 国峯城跡（総構え） 中 世 城 館 国峰 1025-2 番地ほか 



 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 



 10 

◎ 文化財等の調査概要 

【基礎資料】 

 ○『群馬県北甘楽郡史』昭和 3年 三光出版社 

○『小幡町郷土読本』昭和 15 年 小幡尋常高等小学校 

 ○『甘楽町史』昭和 54 年 甘楽町史編さん委員会 

○『甘楽町の石造文化財』昭和 55年 甘楽町文化協会 

○『富岡甘楽平成神社明細誌』平成 5年 群馬県神社庁富岡甘楽支部 

 ○『まんが甘楽町の歴史』平成 7年 甘楽町総務課 

 ○『甘楽町の文化財』平成 7年 甘楽町教育委員会 

○『甘楽町之地名』平成 11 年 甘楽町 

○『群馬歴史散歩 特集甘楽町』平成 14年 群馬歴史散歩の会 

 

【建造物関連資料】 

○『名勝楽山園 平成 9～17 年度環境整備に事業に伴う発掘調査報告書』平成 20年 

 甘楽町教育委員会 

○『甘楽町古建築調査報告書 松井 淳家・松浦通晴家』平成元年  

甘楽町教育委員会 

 ○『かんら型住宅標準仕様書』平成 2年 甘楽町 

 ○『佐藤茂雄家建築調査報告書』平成 8年 甘楽町教育委員会 

○『甘楽町 45 年のあゆみ －写真と映像でたどる－ 』平成 16年 甘楽町 

 

【歴史的町並み関連資料】 

○『小幡の町並－群馬県甘楽郡甘楽町小幡伝統的建造物群調査報告書－』 

                        昭和 58 年 甘楽町教育委員会 

○『甘楽景観絵巻』平成 7年 甘楽町 

 

【その他参考資料】 

○『群馬県の養蚕習俗』昭和 47 年 群馬県教育委員会 

○『甘楽富岡地区農業共同組合百年史』昭和 55年 
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 甘楽富岡農業共同組合協議会農協史編纂委員会 

○『甘楽町の歴史と文化－萩原 進講演録－』昭和 56 年 甘楽町教育委員会 

○『関東武士 上野国小幡氏の研究』昭和 56 年 白石元昭著 群馬文化の会 

 ○『上野国郡村誌 9－甘楽郡(2)－』昭和 58年 群馬県文化事業振興会 

○『ＮＨＫ関東甲信越小さな旅③ 伝統に生きるまち』昭和 60 年 

                           ＮＨＫ編集センター 

○『水の郷百選』平成 8年 国土庁長官官房水資源部 

○『全国水の郷百選』平成 8年 弘済出版社  

○『群馬県の祭り・行事－群馬県祭り・行事調査報告書』平成 13年 

 群馬県教育委員会 

○『上野国小幡氏研究ノート』平成 14 年 今井寛之著 

○『上野国小幡氏研究ノートⅡ』平成 15年 国峯小幡氏研究会 

 ○『上野国小幡氏研究ノートⅢ』平成 17 年 国峯小幡会・研究会 

○『上野国小幡氏研究ノートⅣ』平成 18年 国峯小幡会・研究会 

○『鷲翎山宝積寺史』平成 13 年 宝積寺史編集委員会 

○『甘楽町地名考』平成 13 年 関口 進著 

○『農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究報告書』平成 17 年 

                           文化庁文化財部記念物課 
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